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は
　

じ
　

め
　

に

　
何
時
、
何
処
で
何
が
発
見
さ
れ
る
の
か
全
く
分
か
ら
な
い
の
が
、
出
土
資
料
で

あ
る
。
中
国
の
竹
簡
や
木
簡
i

両
者
を
併
せ
て
簡
牘
と
言
う
i
-
も
、
例
外
で

は
な
い
。
江
蘇
尹
湾
漢
墓
出
土
簡
が
、
正
に
そ
の
好
例
で
あ
る
。

　
中
国
の
考
古
学
雑
誌

『
文
物
』

の
一
九
九
六
年
第
八
期
に
掲
載
さ
れ
た
連
雲
港

市
博
物
館
の

「
江
蘇
東
海
県
尹
湾
漢
墓
群
発
掘
簡
報
」
(以
下

「簡
報
」
と
略
称
)

に
よ
る
と
、
尹
湾
漢
墓
は
江
蘇
省
連
雲
港
市
所
轄
の
東
海
県
温
泉
鎮
尹
湾
村

の
西

　
　
　
　
　
　
永
　
　
　
田
　
　
　
英
　
　
　
正

南
約
ニ
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
高
台
に
位
置
し
て
い
る

(
地
図
を
参
照
)。
現

在

の
江

蘇
省
東
海
県
は
前
漢
時
代
の
東
海
郡
の
属
県
の
一
つ
で
あ
る
。

一
九
九
三
年
二
月

の
末
に
農
民
が
こ
の
高
台
で
土
取
り
作
業
中
に
墓
葬
群
を
発
見
、
市
と
県
の
博
物

館
員
に
よ

っ
て
試
掘
が
行
わ
れ
た
結
果
、
地
中
に

一
〇
余
座
の
墓
葬
の
あ
る
こ
と

が
確
認
さ
れ
た
。
そ
し
て
二
月
か
ら
四
月
に
か
け
て

一
号
墓
か
ら
六
号
墓
ま
で
の

六
座
の
墓
の
発
掘
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
六
座
と
も
墓
葬

の
形
制
は
基
本
的
に

は
同
じ
で
あ
る
が
、
時
代
に
は
先
後
が
あ
り
、
副
葬
さ
れ
た
遺
物
等
か
ら
し
て
、

墓
葬
の
時
期
を
前
漢
時
代
の
中
晩
期
か
ら
王
葬
時
代
に

か
か

る
も

の
と
推
定
し

た
。
年
代
に
し
て
紀
元
前

一
世
紀
半
ば
か
ら
後

一
世
紀
初
め
の
頃
で
あ
る
。
そ
し

て
こ
の
年
代
を
推
定
す
る
上
で
も
大
き
な
根
拠
を
与
え
た
の
が
、
六
号
墓
か
ら
出

土
し
た
簡
牘
で
あ

っ
た
。
し
か
も
簡
牘
の
中
に
は
今
ま
で
全
く
知
る
こ
と
の
な
か

っ
た
、
と
言
う
よ
り
も
ま
さ
か
こ
の
よ
う
な
簡
牘
が
発
見
さ
れ
る
と
は
思
い
も
よ

ら
な
か
っ
た
、
地
方
行
政
に
関
係
す
る
官
文
書
と
見
ら
れ
る
も
の
が
含
ま
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。

　

こ
の

『
文
物
』
の

一
九
九
六
年
第
八
期
に
は
、
右
の

「簡
報
」
の
他
に
、
滕
昭

宗

「尹
湾
漢
墓
簡
牘
概
述
」　
(
以
下

「概
述
」
と
略
称
)
や
連
雲
港
市
博
物
館
に

よ
る

「
尹
湾
漢
墓
簡
牘
釈
文
選
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
て
六
号
墓
出
土
の
簡
牘
の
内

i
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尹湾漢墓地理位置図(P報 告書』から転載)
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江蘇尹湾漢墓出土簡についての考察

容
の

一
部
が
紹
介
さ
れ
、

つ
い
で

『文
物
』

一
九
九
六
年
第

一
〇
期
に
は
、
連
雲

港
市
博
物
館

・
東
海
県
博
物
館

・
中
国
社
会
科
学
院
簡
串
研
究
セ
ン
タ
ー

・
中
国

文
物
研
究
所
の
四
機
関
に
よ
る

「
尹
湾
漢
墓
簡
牘
初
探
」　
(
以
下

「初
探
」
と
略

称
)
が
発
表
さ
れ
て
、
中
国
は
勿
論
の
こ
と
台
湾
や
日
本
等
の
研
究
者

の
問
に
大

き
な
研
究
関
心
を
惹
き
起
こ
し
た
。
そ
し

て

一
日
も
早
い
簡
牘

の
図
版
を
含
む
発

掘
報
告
書
の
公
刊
を
待
ち
望
ん
で
い
た
と

こ
ろ
、

一
九
九
七
年
九
月
に
前
記

「初

探
」
の
四
研
究
機
関

に
よ

る

『
尹
湾
漢
墓
簡
牘
』
　
(中
華
書
局
。

以
下

『報
告

書
』
と
略
称
)
が
出
版
さ
れ
、
翌

一
九
九

八
年
春
に
は
日
本
で
も
入
手
す
る
こ
と

が
で
き
た
。

こ
れ
に
は

「初
探
」
の
内
容

を
更
に
詳
述
し
た
前
言
が
あ
り
、

つ
い

で
簡
牘
や
遺
物

の
図
版
、
簡
牘
の
釈
文
が
掲
載
さ
れ
、
最
後
に
附
録
と
し
て
尹
湾

漢
墓
の
発
掘
報
告
並
び
に
地
図
そ
の
他
の
発
掘
に
関
係
す
る
図
表
が
載
せ
ら
れ
て

い
る
。
そ
し
て
こ
の

『
報
告
書
』
の
刊
行

に
呼
応
す
る
か
の
ご
と
く
、

一
九
九
九

年
二
月
に
は
連
雲
港
市
博
物
館
と
中
国
文
物
研
究
所
の
共
編
に
な
る

『
尹
湾
漢
墓

簡
牘
綜
論
』　
(
科
学
出
版
社
。
以
下

『綜
論
』
と
略
称
)
が
出
版
さ
れ
、
今
夏
す

な
わ
ち

一
九
九
九
年
七
月
に
は
早
く
も
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
た
。
中
国

の
出
版
物

と
し
て
は
全
く
異
例
の
速
さ
で
あ
る
。
該
書
の
巻
頭
に
は
中
国
社
会
科
学
院
歴
史

研
究
所
所
長
の
李
学
勤
氏
の
序
が
あ
り
、
執
筆
者
に
は
裘
錫
圭
氏
ほ
か
二
二
名
、

掲
載
論
文
は
二
七
篇
、
関
係
の
あ
る
中
国

の
研
究
者
の
殆
ど
を
網
羅
し
た
尹
湾
漢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

墓
簡
牘
の
総
合
研
究
と
も
言
う
べ
き

一
大
論
文
集
で
あ
る
。

こ
の

『綜
論
』

の
出

版
は
、
中
国
研
究
者

の
尹
湾
漢
墓
簡
牘
の
現
段
階
に
お
け
る
研
究
水
準
を
示
す
と

同
時
に
、
こ
の
出
土
資
料
の
有
す
る
史
料
的
価
値
の
大
き
さ
と
、
中
国
研
究
者
の

該
資
料
に
た
い
す
る
並
々
な
ら
ぬ
研
究
関
心
と
研
究
意
欲
を
如
実
に
示
す
も
の
で

あ
る
と
い
っ
て
も
、
決
し
て
過
言
で
は
な

い
。

　
こ
の
よ
う
に
尹
湾
漢
墓
出
土
簡
に
つ
い
て
は
、
資
料
も
研
究
も
現
在
に
至

っ
て

ほ
ぼ
出
揃

っ
た
か
の
観
が
あ
る
。
し
か
し
尹
湾
漢
墓
出
土
簡

の
内
容
は
極
め
て
豊

富
で
あ
る
。

内
容
が
豊
富
で
あ
れ
ば
当
然
、

研
究
も
多
岐
に
わ
た
る
こ
と

に
な

る
。
そ
の
こ
と
は
先
の

『綜
論
』

の
目
次
を
見
た
だ
け
で
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

し
た
が

っ
て
出
土
簡
牘
全
体
を
研
究
対
象
と
す
る
こ
と
は
殆
ど
不
可
能
と
い
う
ほ

か
な
い
。
そ
こ
で
本
論
文
で
は
、
筆
者
の
研
究
関
心
の
特
に
大
き
い
漢
代
の
簿
書

(
帳
簿
)
の
制
度

の
観
点
か
ら
尹
湾
六
号
漢
墓
出
土
簡
中
の

一
号
牘

「
集
簿
」
を

取
り
上
げ
、　
「
集
簿
」
に
関
す
る
従
来
の
諸
研
究
を
整
理
し
な
が
ら
私
見
を
述
べ

て
み
た
い
。

　
先
ず
は
じ
め
に
六
号
漢
墓
の
概
略
を
見
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

　
　
　
　

一　

尹
湾

六
号

漢
墓

の
概

要

　
e
　
墓
葬

の
形
制
と
副
葬
品

　

『
報
告
書
』
に
よ
る
と
、
今
回
発
掘
さ
れ
た
六
座
の
尹
湾
漢
墓
の
墓
葬
は
年
代

に
先
後
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
長
方
形
の
堅
穴
石
坑
で
、
東
西
の
方
向
に
並
ん
で

い
た
と
い
わ
れ
る
。
ま
た
合
葬
と
単
独
葬
の
二
形
式
が
あ
る
も
、
み
な

一
様
に
仰

身
直
肢
式
で
納
棺
さ
れ
て
い
た
。
六
座
の
墓
の
う
ち
、

一
号
墓
と
三
号
墓
と
五
号

墓
の
三
座
は
早
く
に
盗
掘
に
あ

っ
た
た
め
に
副
葬
品
は
少
な
く
、
副
葬
品
は
他
の

三
座
の
墓
に
見
ら
れ
る
が
中
で
も
六
号
墓
が
特
に
豊
富
で
あ
り
、
簡
牘
も
こ
の
墓

中
か
ら
発
見
さ
れ
た
。
な
お
二
号
墓
か
ら
も
、
衣
物
疏
と
よ
ば
れ
る
副
葬
品
の
品

名
と
数
量
を
記
し
た
木
牘
が

一
枚
発
見
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
六
号
墓
は
、

六
座
の
尹
湾
漢
墓
の
中
で
は
保
存
状
態
が
最
も
完
全
で
あ
り
、
か
つ
副
葬
品
の
最

も
豊
富
な
墓
で
あ
る
。

　
六
号
墓
の
墓
坑
は
東
西
は
四
、
ニ
メ
ー
ト
ル
、
南
北
は
二
、
七
メ
ー
ト
ル
、
深

さ
七
、
五
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
墓
坑
の
底
部
に
墓
室
が
あ
り
、

一
椁

二
棺
と

一
つ

3



史 窓

の
足
廂

(
二
棺
の
足
部
の
外
側
で
椁
内

に
設
け
ら
れ
た
空
間
)

か
ら

な
る
男

女

(夫
婦
)
の
合
葬
墓
で
あ
る
。
足
廂
よ
り
棺

の
頭
部
に
向
か

っ
て
左
側
す
な
わ
ち

北
側
に
男
性
、
右
側
す
な
わ
ち
南
側
に
は
女
性
が
葬
ら
れ
て
い
た
。
男
女
の
棺
を

比
較
す
る
と
、
長
さ
に
お
い
て
は
男
性

の
方
が
や
や
長
く
、
幅
で
は
女
性
の
方
が

や
や
大
き
い
と
い
う
差
が
見
ら
れ
る
。

　
副
葬
品
は
足
廂
と
、
男
女
そ
れ
ぞ
れ

の
棺
内
か
ら
発
見
さ
れ
た
。

　
足
廂
か
ら
出
土
し
た
器
物
と
し
て
は
、
数
量
は
省
略
し
て
器
物
名
の
み
を
挙
げ

る
と
男
女
の
木
俑
、
陶
甑

(
か
め
)
、
陶
壷
、
銅
尊
、
耳
杯
、
漆
勺
、
銅

の
沐
盤
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

木
製
の
剣
や
弩
な
ど
の
模
型
、
木
扇
、
竹
で
編
ん
だ
箪

(
は
こ
)
な
ど
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
男
性
の
棺
か
ら
は
、
面
罩

(漆
塗
り

の
箱
状

の
も
の
で
被
葬
者
の
頭
に
か
ぶ
せ

る
)、
木
彫
の
虎
頭
、
木
製

の
蝉

(
せ
み
)、

銅
の
帯
鈎
、

板
研

(
す
ず
り
)、
梳

箆

(
細
い
歯
の
く
し
)
、

鉄
製

の
書
刀

(長
さ
二
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、

幅

一
、

五
セ
ン
チ
メ
r
ト
ル
)、
骨
簪

(
か
ん
ざ
し
)、
銅
鏡
、
鉄
剣

(長
さ
約

一
メ
ー
ト

ル
、
幅
二
、
五
～
三
、
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
)
、

刀

(
長
さ
約

一
メ
:
ト
ル
、

幅

三
～
三
、
五
セ
ン
チ
メ
擁
ト
ル
)
、

五
銖
銭
、
玉
製
の
蝉
、

玉
璧
、
木
印

(
長
さ

幅
と
も

一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
方
形

の
完
成
品
。
表
面
に
朱
で
文
字
が
書
か
れ
て

い
た
が
、

出
土
後
に
消
え
て
見
え
な
く
な
る
)
、

玉
製
の
耳
塞

(
耳
せ
ん
)
が
あ

る
。
そ
の
他
に
も
毛
筆
と
竹
簡
や
木
簡
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
特
に
毛
筆

に
つ
い

　
　
　
　
　
　

　

て
紹
介
し
て
お
く
。
毛
筆
は
二
本
出
土
し
た
。
い
ず
れ
も
木
製
の
軸
に
穂
を
つ
け

た
も
の
で
、　
一
本
は
全
長
が
二
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、

う
ち
筆

の
穂
の
部
分

が

一
、
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
。
他
の

一
本

は
穂
先
を
欠
き
、
や
や
短
く
て
長
さ
が
約

二
〇

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
。
軸
は
、
と
も
に
穂

の
つ
く
部
分
で
径
が
○
、
七
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
あ
り
、
先
端
に
い
く
ほ
ど
細
く
な

っ
て
い
る
。
二
本

一
組
で
筆
套

(
筆

入
れ
)
の
中
に
収
納
さ
れ
て
い
た
。　
『
報
告
書
』

の
図
録
で
は
判
明
し
な
い
が
、

筆
や
筆
套
と
も
に
精
細
な
工
芸
が
ほ
ど

こ
さ
れ
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。
ま
た
鑑
定

の
結
果
、
穂
先
の
毛
は
兎
の
毛
だ
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
注
目
す
べ
き
こ

と
は
、
二
千
年
を
経
た
今
日
で
も
、
そ
の
尖

っ
た
穂
先
は
錐
の
よ
う
で
、
水
中
に

入
れ
て
引
き
上
げ
る
と
、
穂
先
は
立
ち
上
が

っ
て
し
か
も
す
ぼ
ま
り
、
柔
軟
で
か

つ
鋭
い
と
い
う
。
　
『
報
告
書
』
で
は
、

こ
の
よ
う
な
筆
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
長
さ
二

三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
幅
七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
木
牘
上
に
、

一
字
の
径
が
僅
か

○
、
ニ
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
い
う
細
字
を
正
面
と
背
面
併
せ
て
三
千
四
百
余
字
も

書
く
こ
と
が
可
能

で
あ

っ
た
、
と
驚
嘆

の
意
を
こ
め
て
報
告
し
て
い
る
。

　
次
に
六
号
墓
の
女
性
の
棺
中
か
ら
出
土
し
た
器
物

の
う

ち
、

骨
簪

(
か
ん
ざ

し
)、
銅
鏡
、

五
銖
銭
は
男
性
と
同
じ
で
あ
る
が
、

女
性

の
棺
に
固
有
な
も
の
と

し
て
は
、
長
さ

一
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
鵝
頭
の
柄

の
つ
い
た
小
さ
な
銅
製
の
刷

(
は
け
)
が
あ

っ
た
。

　

六
号
墓
の
墓
葬
と
、
簡
牘
を
除
く
副
葬
品
の
概
略
は
、
以
上

の
通
り
で
あ
る
。

紀
達
凱
氏
は
、
海
州
地
区

(
連
雲
港
市
管
轄
下
の
東
海
、
輳
楡
、
灌
雲
、
灌
南
の

四
県
の
地
)
の
墓
葬
を
整
理
し
、

こ
の
地
方

の
前
漢
武
帝
期
以
後

の
い
わ
ゆ
る
前

漢
の
中
期
か
ら
晩
期
の
特
徴
と
し
て
、
副
葬
品
の
多

い
こ
と
と
家
族
墓

の
多
い
こ

と
を
挙
げ
て
い
る
。
六
号
墓
の
副
葬
品
の
多
さ
に
は
そ
の
よ
う
な
地
方
的
な
傾
向

が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
そ
こ
に
は
後
述
す
る
よ
う
に
墓
主
の
身
分
に
も
大

い

に
関
係
が
あ

っ
た
。

　
⇔
　
出
土
簡
牘
の
概
略

　

六
号
墓
か
ら
出
土
し
た
三
三
枚
の
木
牘
-

木
牘
と
は
木
の
札
の
こ
と
で

一
般

に
は
木
簡

の
意
味
に
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
次
に
述
べ
る
よ
う
な
幅

の
広

い
木

の

札
を
特
に
木
牘
と
称
す
る
場
合
が
あ
る
。
以
後
本
論
文
で
使
用
す
る
木
牘
は
全
て

4



1号牘 「集簿」背面 1号牘 「集簿」正面

図 版1



2号牘 「東海郡吏員簿」背面 2号牘 「東海郡吏員簿」正面

図 版2
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後
者
を
指
す
l
I

と

二
三
ご
枚
の
竹
簡
は
、

い
ず
れ
も
男
性
の
棺
の
中
の
足
も
と

の
部
分
か
ら
発
見
さ
れ
た
。
木
牘
は
長
さ
が
約

二
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
幅
は
七

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
。
竹
簡
は
長
さ
が
二
二
、
五
～
二
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
幅
は

広

い
も

の
と
狭
い
も
の
と
の
二
種
類
が
あ
り
、
広
い
も
の
で
○
、
八
～

一
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
、
狭
い
も
の
で
○
、
三
～
○
、

四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
木
牘
と

竹
簡

の
い
ず
れ
も
長
さ
が
約
二
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
い
う
の
は
、
漢
代
の

一
尺

に
相
当
す
る
長
さ
で
あ
る
。

　
以
下
で
は
、
主
と
し
て

『
報
告
書
』
に
し
た
が
い
な
が
ら
木
牘

(
1
～
12
)
と

竹
簡

(
13
～
16
)
の
概
略
を
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

　

1
　

一
号
牘

(
図
版
1
)　

正
面
の
中
央
上
端
の
と
こ
ろ
に

「集
簿
」
と
隷
書

の
正
体
で
書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
が

一
号
牘
の
表
題
で
あ
る
。
内
容
は
正
面
か
ら

背
面
に
か
け
て
東
海
郡
の
行
政
建
置
、
吏
員
の
人
数
、
戸

口
や
墾
田
、
銭
穀
な
ど

の
年
度
統
計
の
数
量
等
が
草
書
体
で
記
さ
れ
て
い
る
。
な
お

一
号
牘
の
詳
細
に
つ

い
て
は
、
次
章
で
取
り
上
げ
る
。

　
2
　
二
号
牘

(
図
版
2
)
　

正
面

の
第

1
行
に
本
来
の
表
題
が
あ

っ
た
筈
で
あ

る
が
、

今
は

「都
尉
県
郷
」
の
四
文
字
が
見
え
る
だ
け
で
あ
る
。

そ

こ
で

二
号

牘
を
仮
に

「東
海
郡
吏
員
簿
」
と
よ
ん
で
い
る
。
正
面
と
背
面
と
も
に
文
字
が
あ

り
、
全
部
で
三
千
四
百
余
字
。
端
正
な
隷
書
体
で
書
か
れ
て
お
り
、　
『報
告
書
』

で
は
書
体
の
模
範
と
な
る
べ
き
も

の
だ
と
称
讃
し
て
い
る
。
内
容
は
東
海
郡
の
太

守
、
都
尉
か
ら
各
県
、
邑
、
侯
国
、
更
に
は
塩
官
や
鉄
官
に
至
る
ま
で
の
吏
員
の

人
数
を
記
す
。
二
号
牘
は

一
号
牘

の

「集
簿
」
と
関
係
が
あ
る
の
で
、
行
論

の
便

宜
の
た
め
に
中
間
の

一
部
を
省
略
す
る
形

で
釈
文
を
掲
載
し
て
お
く

こ
と

に
す

る
。
な
お
0
内
の
数
字
は
行
数
を
示
す
。

　
ω
　
囗
都
尉
県
郷
…
…

②
　
太
守
、

吏
員
廿
七
人
、

太
守

一
人
、

秩

(
?
)
口
口
口
口
、.
太
守
丞

一

　
　
　

人
、
秩
六
百
石
、
卒
史
九
人
、
属
五
人
、
書
佐
九
人
、
用
算
佐

一
人
、

　
　
　

小
府
嗇
夫

一
人
、
凡
廿
七
人

③
　
都
尉
、
吏
員
十
二
人
、
都
尉

一
人
、
秩
真
二
千
石
、
都
尉
丞

一
人
、
秩
六

　
　
　
百
石
、
卒
史
二
人
、
属
三
人
、
書
佐
四
人
、
用
算
佐

一
人
、
凡
十
二
人

④
　
海
西
、
吏
員
百
七
人
、
令

一
人
、
秩
千
石
、
丞

一
人
、
秩
四
百
石
、
尉

二

　
　
　
人
、
秩
四
百
石
、
官
有
秩

一
人
、
郷
有
秩
四
人
、
令
史
四
人
、
獄
史
三

　
　
　
人
、
官
嗇
夫
三
人
、
郷
嗇
夫
十
人
、
游
徼
四
人
、
牢
監

一
人
、
尉
史
三

　
　
　
人
、
官
佐
七
人
、
郷
佐
九
人
、
亭
長
五
十
四
人
、
凡
百
七
人

⑤
　
下
祁

(郵
)
、
吏
員
百
七
人
、
令

一
人
、
秩
千
石
、
丞

一
人
、
秩
四
百
石
、

　
　
　
尉

二
人
、
秩
四
百
石
、
官
有
秩
二
人
、
郷
有
秩

一
人
、
令
史
六
人
、
獄

　
　
　
史
四
入
、
官
嗇
夫
三
人
、
郷
嗇
夫
十
二
人
、
游
徼
六
人
、
牢
監

一
人
、

　
　
　
尉
史
四
人
、
官
佐
七
人
、
郷
佐
九
人
、
郵
佐
二
人
、
亭
長
丗
六
人
、
凡

　
　
　
百
七
人

⑥
　
鄰
、
吏
員
九
十
五
人
、
令

一
人
、
秩
千
石
、
丞

一
人
、
秩
四
百
石
、
尉
史

　
　
　
二
人
、
秩
四
百
石
、
獄
丞

一
人
、
秩
二
百
石
、
郷
有
秩
五
人
、
令
史
五

　
　
　
人
、
獄
史
五
人
、
官
嗇
夫
三
人
、
郷
嗇
夫
六
人
、
游
徼
三
人
、
牢
監

一

　
　
　
人
、
尉
史
三
人
、

官
佐
九
人
、

郷
佐
七
人
、

郵
佐

二
人
、

亭
長
甜

一

　
　
　
人
、
凡
九
十
五
人

(⑦
蘭
陵
、
⑧
胸
、
⑨
襄
賁
、
⑩
戚
は
省
略
)

⑪
　
費
、
吏
員
八
十
六
人
、
長

一
人
、
秩
四
百
石
、
丞

一
人
、
秩
二
百
石
、
尉

　
　
　
二
人
、
秩
二
百
石
、
郷
有
秩
二
人
、
令
史
四
人
、
獄
史

二
人
、
官
嗇
夫

　
　
　
三
人
、
郷
嗇
夫
五
人
、
游
徼
五
人
、
牢
監

一
人
、
尉
史
三
人
、
官
佐
八

　
　
　
人
、
郷
佐
四
人
、
郵
佐
二
人
、
亭
長
甜
三
人
、
凡
八
十
六
人

⑫
　
即
丘
、
吏
員
六
十
八
人
、
長

一
人
、
秩
四
百
石
、
丞

一
人
、
秩
二
百
石
、

7



史　　窓

　
　
　
尉

二
人
、
秩
二
百
石
、
令
史

四
人
、
獄
史
二
入
、
官
嗇
夫

二
人
、
郷
嗇

　
　
　
夫
八
人
、
游
徼
四
人
、
尉
史

二
人
、
官
佐
六
人
、
郷
佐
四
人
、
亭
長
卅

　
　
　
二
人
、
凡
六
十
八
人

　
　

(⑬
厚
丘
、
⑭
利
成
、
⑮
況
其
、

⑯
開
陽
、
⑰
繪
、
㈹
司
吾
、
⑲
平
曲
、

　
⑳
口
口
、
⑳
口
口
、
⑳
口
口
は
省
略
)

鱒
　
口
、
吏
口
廿
二
人
、
長

一
人
、
秩
三
百
石
、
丞

一
人
、
秩
二
百
石
、
令
史

　
　
　
三
人
、
獄
史

二
人
、
郷
薔
夫

一
人
、
游
徼

一
人
、
牢
監

一
人
、
尉
史

一

　
　
　
人
、
官
佐
四
人
、
郷
佐

一
人
、
亭
長
六
人
、
凡
廿
二
人

⑭
　
昌
慮
、
吏
員
六
十
五
人
、
相

一
人
、
秩
四
百
石
、
丞

一
人
、
秩
二
百
石
、

　
　
　
尉
二
人
、
秩
二
百
石
、
郷
有
秩

一
人
、
令
史
四
人
、
獄
史

二
人
、
官
嗇

　
　
　
夫
二
人
、
郷
嗇
夫
二
人
、
游
徼

二
人
、
牢
監

一
人
、
尉
史
二
人
、
官
佐

　
　
　
七
人
、
郷
佐

一
人
、
亭
長
十
九
人
、
侯
家
丞

一
人
、
秩
比
三
百
石
、
僕

　
　
　
行
人
門
大
夫
三
人
、
先

(洗
)
馬
中
庶
子
十
四
人
、
凡
六
十
五
人

㈲
　
蘭
旗
、
吏
員
五
十
九
人
、
相

一
人
、
秩
四
百
石
、
丞

一
人
、
秩
二
百
石
、

　
　
　
尉
二
入
、
秩
二
百
石
、
令
史

三
人
、
獄
史
二
人
、
官
嗇
夫

一
人
、
郷
嗇

　
　
　
夫
四
人
、
游
徼

二
人
、
牢
監

一
人
、
尉
史
二
人
、
官
佐
七
人
、
郷
佐
二

　
　
　
人
、
郵
佐

一
人
、
亭
長
十
二
人
、
侯
家
丞

一
人
、
秩
比
三
百
石
、
僕
行

　
　
　
人
門
大
夫
三
人
、
先

(
洗
)
馬
中
庶
子
十
四
人
、
凡
五
十
九
人

㈱
　
容
丘
、
吏
員
五
十
三
人
、
相

一
入
、
秩
四
百
石
、
丞

一
人
、
秩
二
百
石
、

　
　
　
尉

一
人
、
秩
二
百
石
、
郷
有

秩

一
人
、
令
史
四
人
、
獄
史
二
人
、
郷
嗇

　
　
　
夫
二
人
、
游
徼

二
人
、
牢
監

一
人
、
尉
史
二
人
、
官
佐
五
人
、
郷
佐
二

　
　
　
人
、
亭
長
十

一
人
、
侯
家
丞

一
人
、
秩
比
三
百
石
、
僕
行
人
門
大
夫
三

　
　
　
人
、
先

(
洗
)
馬
中
庶
子
十
四
人
、
凡
五
十
三
人

　

(
匈
良
成
、
囀
南
城
、
㈲
陰
平
、
㈹
新
陽
、
㈹
東
安
、
㈱
平
曲
、
鱒
建
陵
、

　
　
鋤
山
郷
、
⑳
武
陽
、
㈹
都
平
、
㈱
部
郷
、
鱒
建
郷
、
⑲
口
口
、
⑳
建
陽
は
省

　
　
略
)

　
⑳
　

・
都
陽
侯
国
、
吏
員
卅
二
人
、
相

一
人
、
秩
三
百
石
、
丞

一
人
、
秩
二
百

　
　
　
　
石
、
令
史

二
人
、

郷
嗇
夫

一
人
、

游
徼

一
人
、

尉
史

一
人
、

官
佐
四

　
　
　
　
人
、

亭
長
三
人
、

侯
家
丞

一
人
、

秩
比
三
百
石
、

僕
行
人
門
大
夫
三

　
　
　
　
人
、
先

(洗
)
馬
中
庶
子
十
四
人
、
凡
卅
二
人

　
㈹
　
伊
盧
塩
官
、
吏
員
卅
人
、
長

一
人
、
秩
三
百
石
、
丞

一
人
、
秩
二
百
石
、

　
　
　
　
令
史

一
人
、
官
嗇
夫

二
人
、
佐
廿
五
人
、
凡
卅
人

　
㈹
　
北
蒲
塩
官
、
吏
員
廿
六
人
、
丞

一
人
、
秩
二
百
石
、
令
史

一
人
、
官
嗇
夫

　
　
　
　
二
人
、
佐
十
二
人
、
凡
十
六
人

　
㈲
　
郁
州
塩
官
、
吏
員
廿
六
人
、
丞

一
人
、
秩
二
百
石
、
令
史

一
人
、
官
嗇
夫

　
　
　
　

一
人
、
佐
廿
三
人
、
凡
廿
六
人

　
㈹
　
下
郡

(郵
)
鉄
官
、
吏
員
十
人
、
長

一
人
、
秩
三
百
石
、
丞

一
人
、
秩
二

　
　
　
　
百
石
、
令
史
三
人
、
官
嗇
夫
五
人
、
佐
九
人
、
亭
長

一
人
、
凡
十
人

　
㈹
　
口
鉄
官
、
吏
員
五
人
、

丞

一
人
、

秩
二
百
石
、

令
史

一
人
、

官
嗇
夫

一

　
　
　
　
人
、
佐
二
人
、
凡
五
人

　
㈲
　
・
最
凡
吏
員
二
千
二
百
二
人

　
各
項
の

「凡
」
お
よ
び
最
後
の

「最
凡
し
は
合
計
、
総
計
の
意
味
で
あ
る
。

　
3
　
三
号
牘
と
四
号
牘
　
本
来

の
表
題
が
不
明
の
た
め
に
、
仮
に

「
東
海
郡
下

轄
長
吏
名
籍
」
と
よ
ば
れ
て
い
る
。
長
吏
と
は
官
秩
二
百
石
以
上
の
勅
任
官
を
指

し
、
こ
れ
に
た
い
し
て
百
石
以
下
の
吏
を
少
吏
と
称
す
る
。
ま
た
名
籍
と
は
名
簿

の
こ
と
で
、
帳
簿
と
名
簿

の
両
者
を
併
せ
て
簿
籍
と
よ
ん
で
い
る
が
、
本
論
文
で

は
繁
雑
を
避
け
る
た
め
に
簿
書
と
し
て

一
括
す
る
こ
と
に
す
る
。
記
録
は
三
号
牘

の
正
面
か
ら
始
ま

っ
て
背
面
に
ま
わ
り
、

つ
い
で
四
号
牘

の
正
面

へ
と
続
く
。
内

8
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容
は
東
海
郡
に
所
属
す
る
三
八
の
県

・
邑

・
侯
国
の
他
に
塩
官
と
鉄
官

の
長
吏

の

個
個
に
つ
い
て
官
職
名
、
貫
籍

(
本
籍
地
)
、

姓
名
、
前
任

の
官
職
名
、

そ
し
て

現
在
の
官
職
に
遷
除
さ
れ
た
過
程
を
記
す
。

　

4
　
五
号
牘

本
来
は
正
面
の
上
端
に
表
題
が
あ

っ
た
ら
し
い
が
残
欠
し
て
不

明
。
そ
こ
で
正
面
は
仮
に

「東
海
郡
下
轄
長
吏
不
在
署
、
未
到
官
者
名
籍
」
と
よ

ば
れ
て
い
る
。
内
容
は

　
ω

「
・
右
九
人
輸
銭
都
内
」

　
@

「
・
右
十
三
人
緜
」

　
の

「
。
右
六
人
止
口」

　
⇔

「
・
右
六
人
寧
」

　
㈲

「
・
右
十
人
缺
、
七
人
死
、
三
人
免
」

　

8

「
。
右

二
人
有
劾
」

　
㈹

「
。
右
六
人
未
到
官
」

の
七
項
目
に
分
け
ら
れ
る
。　

「
・
右
」
は
簿
書
の
中
間
に
あ

っ
て
、　

「以
上
の
も

の
」
と
か

「
以
上
を
締
め
括
る
」

の
意
味

で
あ
る
。
ω
～
ω
に
つ
い
て
は
長
吏
各

人
の
官
職
名
と
姓
名
と
月
日
を
記
し
、
㈱
～
Gう
に
つ
い
て
は
長
吏
各
人
の
官
職
名

と
姓
名
の
み
を
記
す
。
先
ず
ω
の
都
内
と

は
九
卿
の

一
つ
大
司
農
の
属
官
で
、
見

銭
の
出
納
を
行
う
役
所
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て

「銭
を
都
内
に
輸
す
」
と
は
、
東

海
郡
か
ら
見
銭
た
と
え
ば
賦
銭
な
ど
を
中
央
に
輸
送
し
た
こ
と
を
指
す
。
@
の
鷂

と
は
公
務
に
よ
る
出
張
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
中
に
は

「罰
戍

(
罪
を
犯
し
た
罰

と
し
て
辺
境
の
守
備
に
つ
く
も
の
)
を
上
谷

(現
河
北
省
懐
来
県
の
東
南
)
に
送

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

たてま
つ

る
」
と
か
、　

「
邑
の
計

(計
簿
)
を
上
る
」
と
か
、　

「衛
士

(
宮
城
護
衛
の
兵
)

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

を
送
る
」

の
他
、
魚
や
木
材
な
ど
を
購
入
す
る
た
め
の
出
張
が
見
ら
れ
る
。
の

の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

告
は
休
暇
の
こ
と
、
ω
の
寧
は
親
族
の
死
去
に
伴
う
喪
の
休
暇
を
い
う
。
㈲

の
缺

は
ポ
ス
ト
の
欠
員
、
死
は
死
亡
、
免
は
免
職
で
、
長
吏

の
死
亡
や
免
職
に
と
も
な

っ
て
ポ
ス
ト
に
欠
員
の
生
じ
て
い
る
こ
と
を
記
す
。
8
の
有
劾
と
は
、
罪
に
よ

っ

て
弾
劾
さ
れ
た
こ
と
を
指
す
。
㈹
の
未
到
官

(未
だ
官
に
到
ら
ず
)
と
は
、
人
事

異
動
に
ょ
り
東
海
郡
の
新
し
い
ポ
ス
ト
に
発
令
さ
れ
て
い
な
が
ら
、
現
時
点
で
な

お
着
任
し
て
い
な
い
者
を
挙
げ
て
い
る
。

　
な
お
邪
義
田
氏
は
、
漢
代
辺
寨
に
お
い
て
官
吏
が
新
ポ

ス
ト
に
発
令
さ
れ
た
場

合
に
着
任
し
て
執
務
す
る
規
定
が
い
か
に
厳
格
で
あ

っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
、
居

延
旧
簡
、

居
延
新
簡
、

敦
煌
漢
簡
等
か
ら
数
多
く
の
類
例
を
挙
げ
て
論

じ

て

い

　る
。
そ
こ
で
筆
者
も
、
邪
氏
の
挙
げ
て
い
な
く
て
、
し
か
も
た
い
へ
ん
興
味
ぶ
か

い
資
料
を

一
つ
だ
け
挙
げ
て
お
く
。

　
甲
渠
鄲
候
圓

十

一
月
己
未
、

府
告
甲
渠
鄲
候
、

遣
新
除
第
四
燧
長

刑
鳳

之

　
　
　
　
　
　
　
官
、
符
到
令
鳳
乗
第
三
、
遣

　
　
　
　
　
　
　
騎
士
召
戎
詣
殄
北
、
乗
鳳
燧
、
遣
鳳
日
時
在
検
中
、
到
課
言
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

(
国
℃
国
認
ー
ミ
α
)

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

こ

　
こ
れ
は
平
な
板
状
の
木
簡
で
は
な
く
多
面
体
の
棒
状
の
觚
と
よ
ば
れ
る
も
の
で

あ
る
。
長
さ
は
約
二
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
。
居
延
都
尉
府
か
ら
所
轄

の
甲
渠
候
官

長
す
な
わ
ち
鄲
候
に
宛
て
た
公
文
書
で
書
檄
と
よ
ば
れ
る
。
先
ず
上
か
ら
ニ
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
と
こ
ろ
に
宛
先
の

「
甲
渠
郵
候
」
と
あ
り
、
そ
の
下
三
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
に
わ
た

っ
て
深
さ

一
、
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
余
り
の
凹
状

の
く
り
抜

き
が
あ
る
。
釈
文
で
は
回
印
で
示
す
。

こ
れ
を
封
泥
匣
と
称
し
、
こ
こ
に
粘
土
を

入
れ
て
居
延
都
尉
の
印
章
を
押
し
偽
物
で
は
な
い
こ
と
を
証
し
て
発
送
す
る
の
で

あ
る
。
封
泥
匣
の
下
の
文
章
は
書
檄
の
内
容
で
、
要
点
は
第
四
燧
長
の
刑
鳳
に
符

(割
り
符
)
を
持
た
せ
て
出
頭
さ
せ
る
の
で
本
人
が
到
着
し
た
ら
第
三
燧
に
勤
務

さ
せ
る
よ
う
に
命
令
し
、
そ
し
て
最
後
に
燧
長
刑
鳳
を
派
遣
せ
し

日
時

は
検

中

9



窓史

(
こ
こ
で
は
封
泥
匣
を
指
す
)
に
記
し
て
あ
る
の
で
、
本
人
が
到
着

し

た
な

ら

ば
、
し
か
と
調
査
し
て
報
告
す
る
よ
う
に
命
じ
て
い
る
。
そ
し
て
事
実
、
封
泥
を

除
去
し
た
あ
と
の
封
泥
匣
の
底
に
は
、　

「己
未
下
餔
遣

(
己
未
の
日
の
下
餔
"
午

後
三
時
こ
ろ
に
派
遣
)
」

と
記
さ
れ
て
い
た
。

符
を
携
え
て
新
任
地
の
上
級
機
関

に
出
頭
す
る
本
人
と
は
別
途
に
、
発
令
者

か
ら
は
右
の
よ
う
な
書
檄
が
機
関
宛
に

郵
送
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
漢
代
、　

「到
官
」　
「未
到
官
」
が
い
か

に
厳
重
で
あ

っ
た
か
、
か
つ
そ
れ
は
ま
た
官
吏

の
考
課
に
も
か
か
わ
る
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。

　
五
号
牘

の
背
面
は
、
正
面
の
記
載
と
は
直
接

の
関
係
は
認
め
ら
れ
ず
、
本
来
の

表
題
が
あ

っ
た
か
否
か
も
不
明
で
あ
る
。
　
『
報
告
書
』
で
は
仮
に

「東
海
郡
属
吏

設
置
簿
」
と
名
づ
け
て
い
る
。
内
容
は
現
任

の
掾
史
な
ど
属
吏

の
設
置
状
況
を
記

録
し
た
も
の
で
、
こ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
の
は
東
海
郡
太
守
府

の
属
吏
で
あ
ろ
う

と
の
理
解
で
あ
る
。

　
5
　
六
号
牘
　
　「武
庫
永
始
四
年
兵
車
器
集
簿
」
の
表
題
が
あ
り
、
東
海
郡

の

武
庫

(
武
器
収
蔵
庫
)
に
所
蔵
す
る
兵

・
車
器
の
類
を
、
ω
乗
輿
の
兵

・
車
器
と

@
庫
の
兵

・
車
器
の
二
つ
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
兵

・
車
器
の
名
称
と
数
量
を
記

し
、
最
後
に
総
計
を
記
す
。

こ
れ
に
よ
る
と
東
海
郡
の
武
庫
に
所
蔵
す
る
兵

・
車

器
は
全
部
で
二
四
〇
種
類
、

二
三
二
六
万
四
八
七
件
と
い
う
膨
大
な
数
量
に
の
ぼ

っ
て
い
る
。
東
海
郡
の
武
庫
に
こ
れ
ほ
ど

の
膨
大
な
武
器
が
収
蔵
さ
れ
て
い
た
こ

と
、
ま
た
そ
の
中
に
乗
輿
す
な
わ
ち
王
に
分
類
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
こ
と
に
つ
い

て
、
邪
義
田
氏
は
、
東
海
郡
の
所
轄
の
地

に
は
、
か
つ
て
楚
王
の
王
国
が
あ

っ
た

こ
と
、
ま
た
呉
楚
七
国
の
乱
後
も
王
国
や
侯
国
が
東
海
郡
に
併
合
さ
れ
た
こ
と
に

　
　
　

　

注
目
す
る
。
す
な
わ
ち
邪
義
田
琉
に
よ
れ
ば
、
東
海
郡
の
膨
大
な
武
器
は
王
国
や

侯
国
の
併
合
に
伴
う
結
果
で
あ
り
、
中
に
乗
輿
と
称
さ
れ
た
も
の
の
あ
る
こ
と
に

つ
い
て
は
、
漢
代
の
早
期
王
国
時
代
の
遺
留
品
で
あ
ろ
う
と
推
測
し
て
い
る
。

　
以
上

の
六
枚
の
木
牘
は
、
六
号
墓
か
ら
出
土
し
た
簡
牘

の
中
で
も
特
に
東
海
郡

の
行
政
に
関
係
す
る
内
容
の
も
の
で
、
漢
代
史
研
究

の
貴
重
な
史
料
と
し
て
研
究

者

の
高
い
関
心
を
集
め
て
お
り
、
た
め
に
多
少
詳
し
く
紹
介
し
た
が
、
其

の
他
に

つ
い
て
は
ご
く
簡
単
に
紹
介
す
る
に
と
ど
め
た
い
。

　
6
　
七
号
牘
、
八
号
牘
　
本
来

の
表
題
は
無
く
、
仮
に

「贈
銭
名
籍
」
と
よ
ば

れ
て
い
る
。

こ
の
場
合

の
贈
銭
と
は
墓
主
に
た
い
す
る

一
種
の
餞
別
の
よ
う
な
も

の
で
、
両
牘
の
正
面
と
背
面
に
原
則
と
し
て
贈
銭
者
の
姓
名
と
金
額
を
草
書
体
で

記
し
て
い
る
。

　

7
　
九
号
牘
　
正
面
は
仮
に

「神
亀
占
、
六
甲
占
雨
」
と
よ
ば
れ
、
占
い
に
使

用
し
た
も
の
で
あ
る
。
背
面
は

「
博
局
占
」
と
よ
ば
れ
、
こ
れ
も
正
面
と
同
様
に

占
い
に
用
い
た
も

の
で
あ
る
。

　

8
　

一
〇
号
牘
　
正
面
は
前
漢
の
成
帝
の
元
延
元
年

(前

一
二
)

一
年
間
の
暦

譜
で
あ
る
。
背
面
は
、
墓
主
が
元
延
元
年
三
月
に
銭
を
貸
し
た
際

の
券

(
手
形
)

で
あ
る
。

　

9
　

一
一
号
牘
　
元
延
三
年

(
前

一
〇
)
五
月
の
暦
譜
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

　

10
　

=

一号
牘
　
表
題
に

「君
兄
衣
物
疏
」
と
あ
り
、
正
面
と
背
面
と
も
に
墓

主
の
副
葬
品
中

の
、
衣
類
関
係
の
副
葬
品
目
録
で
あ
る
。

　

11
　

二
二
号
牘
　
正
面
は
表
題
に

「君
兄
繪
方
縫
中
物
疏
」
と
あ
り
、
副
葬
品

の
中
で
も
主
と
し
て
文
具
や
書
籍
な
ど
の
副
葬
品
目
録
。
背
面
に
は

「
君
兄
節
司

小
物
疏
」
と
い
う
表
題
が
あ
り
、
櫛
笥
す
な
わ
ち
化
粧
箱
内
の
梳

(
く
し
)
や
箆

(
か
ん
ざ
し
)

の
類
の
副
葬
品
目
録
で
あ
る
。
な
お
疏
と
は
個
条
書
き
に
す
る
こ

と
で
、
簿
と
通
じ
る
。

　

12
　

一
四
号
牘
～
二
三
号
牘
　
こ
の

一
〇
枚
の
木
牘
は
名
謁
、
す
な
わ
ち
今
目

工◎



江蘇尹湾漢墓出土簡についての考察

で
い
う
と
こ
ろ
の
名
刺
の
類
で
あ
る
。
以
上
が
木
牘
で
あ
る
。

　
次
に
竹
簡
に
目
を
移
す
と
、

　
13
　
簡

一
～
簡
七
六
　
こ
の
七
六
枚
の
竹
簡
は
墓
主
の
元
延
二
年

(前

=

)

の
日
記
で
あ
る
。

　
14
　
簡
七
七
～
簡
八
九
　
こ
の

一
三
枚

の
竹
簡
に
は

「
刑
徳
行
事
」
と

い
う
表

題
が
あ
り
、
日
の
十
干
と

一
日
の
時
刻
と

に
よ

っ
て
行
事

の
吉
凶
を
占
う
も

の
で

あ
る
。

　
15
　
簡
九
〇
～
簡

一
二
二
　
こ
の
二
四
枚
に
は

「行
動
吉
凶
」
と
い
う
表
題
が

あ
り
、
六
〇
の
干
支
に
よ

っ
て
行
動
の
吉
凶
を
占
う
も
の
で
あ
る
。

14
と
15
は
或

は
占
い
の
手
引
書
の
ご
と
き
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
16

簡

=

四
～
簡

コ
三
二

こ
の
二
〇
枚
の
竹
簡
に
は

「神
烏
賦
」
と
い
う

表
題
が
あ
り
、
賦
す
な
わ
ち
漢
代
に
流
行

し
た
詩
賦
の

一
種
で
、
墓
主
の
創
作
に

か
か
る
も
の
で
あ
る
。

　
六
号
墓
か
ら
出
土
し
た
簡
牘
は
、
こ
れ
で
全
部
で
あ
る
。
簡
単
に
説
明
を
加
え

た
だ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
は
官
文
書
と
見
な
さ
れ
る
も
の
が
あ
り
、
私
的
な

餞
別
簿
が
あ
り
、
数
種
類
の
暦
が
あ
り
、
副
葬
品
目
録
が
あ
り
、
占
書
が
あ
り
、

名
謁
が
あ
り
、
日
記
が
あ
り
、
自
作

の
詩
賦
が
あ
る
な
ど
、
内
容
は
実
に
多
彩
で

あ
る
。
し
か
も
い
ず
れ
も
第

一
等
資
料
で
あ
る
だ
け
に
、
そ
の
研
究
は
自
ず
と
多

岐
に
わ
た
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
⇔
　
墓
主
と
墓
葬

の
年
代

　
六
号
墓
の
墓
主
の
身
分
と
姓
名
は
、
東
海
郡
の
功
曹
史

(
功
曹
)
で
姓
は
師
、

名
は
饒
、
字
は
君
兄
で
あ
る
。
そ
の
根
拠

は
六
号
墓
出
土
の
木
牘
中
の
名
謁
と
衣

物
疏
に
よ

っ
て
判
明
す
る
。
例
え
ば

二
三
号
牘
に

　
　
進
長
安
令

　
　
児

君
　

(
正
面
)

　
　
東
海
太
守
功
曹
史
饒
、
謹
請
吏
奉
謁
、
再
拝

　
　
請

　
　
威
卿
足
下
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
師
君
兄

(背
面
)

ま
た
二
二
号
牘
に
は

　
　
東
海
太
守
功
曹
史
饒
、
再
拝

　
　
謁

。
奉
府
君
記

一
封
、
饒
叩
頭
叩
頭

と
あ
る
。
前
者
は
長
安
令
の
児
威
卿
に
差
し
出
し
た
名
謁
で
、
吏
を
介
し
て
拝
謁

を
賜
る
こ
と
を
願
い
上
げ
た
も
の
。
そ
こ
に
は
東
海
郡
の
功
曹
史
の
饒
と
あ
り
、

末
尾
に
師
君
兄
と
記
す
。
後
者
は
東
海
郡
の
功
曹
史

の
饒
が
東
海
郡
の
太
守
に

　

　
「
記
」
と
い
う
文
書

一
封
を
提
出
し
た
際
の
名
謁
で
あ
る
。
こ
れ
に
墓
主
の
副
葬

品
目
録
に
記
さ
れ
た
例
え
ば

「
君
兄
衣
物
疏
し
等
の
表
題
等
を
併

せ
て
考

え
れ

ば
、
最
初
に
述
べ
た
ご
と
く
墓
主
は
東
海
郡
の
功
曹
で
、
姓
名
は
師
饒
、
字
は
君

兄
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
な
お
元
延
二
年

(
前

=

)
の
日
記

(
簡

一
～

簡
七
六
)
に
よ
る
と
、
墓
主
の
師
饒
は
七
月
五
日
に
郡
の
法
曹
に
任
ぜ
ら
れ
、
同

年
十
月
十
九
日
に
功
曹
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
。

　
墓
主
師
饒
の
身
分
で
あ
る
郡
の
功
曹
は
、　
『
続
漢
書
』
百
官
志
に

「
主
選
署
功

労

(
選
署
、
功
労
を
主
ど
る
)」
と
あ
る
よ
う
に
、

一
郡
の
吏

の
昇
遷
と
考
課
を
主

ど
る
こ
と
を
主
要
な
職
務
と
し
て
い
た
。
し
か
も
よ
く
引
用
さ
れ
る
よ
う
に

『漢

旧
儀
』
に

「督
郵
、

功
曹
、

郡
極
位

(督
郵
と
功
曹
は
郡

の
極
位
な
り
)」
と
見

え
て
お
り
、
功
曹
は
百
石
以
下
の
少
吏
で
は
あ

っ
て
も
郡
吏
の
中
で
の
地
位
は
極

め
て
高
く
、
太
守

の
股
肱

の
吏
と
し
て
大
き
な
力
を
も

っ
て
い
た
。
そ
の
こ
と
は

名
謁
の
中
に
、
東
海
郡
太
守
、
沛
郡
太
守
、
琅
邪
郡
太
守
、
容
丘
侯
、
良
成
侯
な

11
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ど
が
吏
を
遣
わ
し
て
墓
主
の
安
否
を
た
ず
ね
た
り
、
ま
た
病
気
を
見
舞
わ
せ
た
り

し
た
内
容
の
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
墓
主
の
地
位
の
高
さ
を
窺

い

知
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
時
に
副
葬
品
の
豊
富
な
こ
と
も
、
そ
れ
を
裏
書
き
す
る

も
の
で
あ
る
。
ま
た
墓
主
の
創
作
に
か
か
る
詩
賦

「神
鳥
賦
」

(
簡

一
一
四
～
簡

一
三
三
)
は
、
儒
教

の
経
典
で
あ
る

『
詩
経
』
や

『
論
語
』

『
孝
経
』
等
か
ら
の

引
用
が
あ
り
、
か
つ
他
に
類
を
見
な
い
独
特
の
風
格
を
も

っ
た
作
品
で
あ
る
と

い

　
　

⑪

わ
れ
る
。
墓
主
の
学
問
、
教
養
の
水
準

の
並
で
な
い
こ
と
を
示
す

一
資
料

で
あ

る
。

　
最
後
に
六
号
墓
の
墓
葬
の
年
代
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
。
六
号
墓
出
土
簡

の
中

で
紀
年

の
あ
る
も
の
は
、　

「贈
銭
名
籍

」　
(
七
号
牘
)
の
永
始

二
年
十

一
月
十
六

日
、
「兵
車
器
集
簿
」　
(
六
号
牘
)
の
永
始
四
年
、

一
〇
号
牘
背
面
の
券

(
手
形
)

の
元
延
元
年
三
月
十
六
日
、

そ
れ
に
元
延
元
年

の
暦
譜

(
一
〇
号
牘
)
、

元
延

二

年

の
目
記

(簡

一
～
簡
七
六
)
と
元
延
三
年

五
月

の
暦
譜

(
一
一
号
牘
)
が
あ

る
。
い
ず
れ
も
前
漢
晩
期
の
成
帝

の
年

号
の
も
の
ば

か
り

で
あ

る
が
、　
『
報
告

書
』
で
は
右
の
紀
年
簡
か
ら
、
六
号
墓

の
墓
葬

の
年
代

の
上
限
を
元
延
三
年

(
前

一
〇
)
と
推
定
し
て
い
る
。

　
以
上
、
尹
湾
漢
墓
の
う
ち
六
号
墓
に

つ
い
て
墓
葬

の
形
制
や
副
葬
品
、
更
に
は

墓
主
の
身
分
や
墓
葬
の
年
代

に
つ
い
て
見

て
き
た
。
中
で
も
漢
代
史
研
究
の
上
で

史
料
的
価
値
の
高
さ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に

一
号
牘
か
ら

六
号
牘
ま
で
の
官
文
書
と
見
な
さ
れ
る
六
枚

の
木
牘
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
従
来
は

知
る
こ
と
の
な
か
っ
た
貴
重
な
史
料
で
あ

る
が
、
中
で
も

一
号
牘
の

「
集
簿
」
は

漢
代
の
簿
書
の
制
度

か
ら
更

に
は
上
計
制
度
を
考
え
る
上
で
極
め
て
重
要
な
史
料

で
あ
る
。

そ
こ
で
次
章
で
は

一
号
牘

の

「集
簿
」
を
中

心
に
、

そ
の
内
容
や
性

格
、
そ
し
て
特
徴
等
に
つ
い
て
考
察
を
進

め
る
こ
と
に
す
る
。

二
　
　
「集
簿
」

に
つ
い
て
の
考
察

　
O
　
　「集
簿
」
の
内
容

　
尹
湾
六
号
漢
墓
出
土
簡
の
う
ち
、

一
号
牘

の

「集
簿
」
は
正
面
に
は
十
二
行
、

背
面
に
は
十
行
に
わ
た

っ
て
記
載
が
あ
り
、
そ
の
釈
文
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
な

お
釈
文
の
上
に
付
し
た
ア
ラ
ビ
ア
数
字
は
行
数
を
示
す
。

　
1
　
県
邑
侯
国
卅
八
、

県
十
八
、

侯
国
十
八
、
邑
二
、

其
廿
四
有
喉

(?
)、

　
　
　
　
都
官

二

　
2
　
郷
百
七
十
、
口
百
六
、
里
二
千
五
百
卅
四
、
正
二
千
五
百
卅
二
人

　
3
　
亭
六
百
八
十
八
、
卒

二
千
九
百
七
十
二
人
、
郵
卅
四
、
人
四
百
八
、
如
前

　
4
　
界
東
西
五
百
五
十

一
里
、
南
北
四
百
八
十
八
里
、
如
前

　
5
　
県
三
老
卅
八
人
、
郷
三
老
百
七
十
人
、
孝
弟

(
悌
)
力
田
各
百
廿
人
、
凡

　
　
　
　
五
百
六
十
八
人

　
6
　
吏
員
二
千

二
百
三
人
、
太
守

一
人
、
丞

一
人
、
卒
史
九
人
、
属
五
人
、
書

　
　
　
　
佐
十
人
、
嗇
夫

一
人
、
凡
十
七
人

集
簿

　
7
　
都
尉

一
人
、
丞

一
人
、
卒
史
二
人
、
属
三
人
、
書
佐
五
人
、
凡
十
二
人

　
8
　
令
七
人
、
長
十
五
人
、

相
十
八
人
、

丞
甜
四
人
、

尉
甜
三
人
、

有
秩
卅

　
　
　
　
人
、
斗
食
五
百

一
人
、
佐
使

(
史
)
亭
長
千

一
百
八
十
二
人
、
凡
千
八

　
　
　
　
百
甜
人

　
9
　
侯
家
丞
十
八
人
、
僕
行
人
門
大
夫
五
十
四
人
、
先

(
洗
)
馬
中
庶
子
二
百

　
　
　
　
五
十

二
人
、
凡
三
百
廿
四
人

　
10
　
戸
十
六
万
六
千
二
百
九
十
、
多
前
二
千
六
百
十
九
、
其
戸
万

一
千
六
百
六

12
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十
二
獲
疏

　
11
　

口
百
卅
九
万
七
千
三
百
器
三
、
其

(
?
)
四
万
二
千
七
百
五
十
二
獲
流

　
12
　
提
封
五
十

一
万
二
千
九
十
二
頃
八
十
五
畝
二
口
…
…
人
、
如
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(以
上
は
正
面
)

　
13
　
口
国
邑
居
園
田
廿

一
万

一
千
六
百
五
十
二
口
口
十
九
万
百
卅

二
…
…
卅
五

　
　
　
　

(
?
)
万
九
千
六
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
生

　
14
　
種
宿
麦
十
万
七
千
三
百
口
十
口
頃
、
多
前
千
九
百
廿
頃
八
十
二
畝

　
15
　
男
子
七
十
万
六
千
六
十
四

(?
)
人
、
女
子
六
十
八
万

八
千

一
百

卅

二

　
　
　
　
人
、
女
子
多
前
七
千
九
百
廿
六

　
16
　
年
八
十
以
上
三
万
三
千
八
百
七
十

一
、
六
歳
以
下
廿
六
万
二
千
五
百
八
十

　
　
　
　
八
、
凡
廿
九
万
六
千
四
百
五
十
九

　
17
　
年
九
十
以
上
万

一
千
六
百
七
十
人
、
年
七
十
以
上
受
杖

二
千

八
百
廿

三

　
　
　
　
人
、
凡
万
四
千
四
百
九
十
三
、
多
前
七
百

一
十
八

　
18
　
春
種
樹
六
十
五
万
六
千
七
百
九
十
四
畝
、
多
前
四
万
六
千
三
百
廿
畝

　
19
　
以
春
令
成
戸
七
千
卅
九
、

口
二
万
七
千
九
百
廿
六
、
用
穀
七
千
九
百
五
十

　
　
　
　

一
石
八

(
?
)
斗
口
升
半
升
、
率

口
二
斗
八
升
有
奇

　
20
　

一
歳
諸
銭
入
二
万
く
六
千
六
百
六
十
四
万
二
千
五
百
六
銭

　
21
　

一
歳
諸
銭
出

一
万
口
四
千
五
百
八
十
三
万
四
千
三
百
九
十

一

　
22
　

一
歳
諸
穀
入
五
十
万
六
千
六
百
卅

七
石
二
斗
二
升
少
口
升
、
出
丗

一
万
二

　
　
　
　
千
五
百
八
十

一
石
四
斗
口
口
升
　
　
　
　
　
　
　
　
(
以
上
は
背
面
)

　
正
面

の
第
6
行
と
第
7
行
に
ま
た
が
る
上
部
に
表
題
の

「集
簿
」
と
あ
る
。
内

容
が
全
て
草
書
体
で
書
か
れ
て
い
る
の
に
た
い
し
て
、
隷
書
の
正
体
で
書
か
れ
て

い
る
。
こ
こ
に
い
う
集
簿
と
は
、　
『
続
漢
書
』
百
官
志
の
県

・
邑

・
道

・
侯
国

の

条
の
劉
昭
の
注
に
引
く
胡
広
の
文
に

　
秋
冬
歳
尽
、
各
計
県
戸
口
墾
田
、
銭
穀
入
出
、
盗
賊
多
少
、
上
其
集
簿

　
秋
冬
歳
尽
き
れ
ば
、
各
々
県
の
戸

口
、
墾
田
、
銭
穀

の
入
出
、
盗
賊

の
多
少
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　

たて
ま
つ

　
計

っ
て
、
そ
の
集
簿
を
上
る

と
あ
る
集
簿
の
こ
と
で
、
集
計
し
た
簿
書

の
意
味
で
あ
る
。

　

一
号
牘
の

「集
簿
」
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
尹
湾
漢
墓
出
土
簡
を
取
り
上
げ
た

研
究

の
多
く
が
大
な
り
小
な
り
触
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
専
論
と
し
て
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑫
　
　
　
　⑬
　
　
　
⑭

筆
者

の
見
た
範
囲
内
で
は
謝
桂
華
、
高
敏
、
高
恒
の
三
氏
の
研
究
が
あ
る
。

こ
の

三
研
究
の
中
で
は
謝
桂
華
氏
の
研
究
が
最
も
詳
細
で
あ
る
。
そ
こ
で
以
下
に
お
い

て
は
謝
氏
の
研
究
を
中
心
に
据
え
な
が
ら
、
第

-
行
か
ら
順
を
追

っ
て
内
容
を
検

討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
第
-
行

東
海
郡
に
所
属
す
る
県

・
邑

・
侯
国
の
総
数
と
、
県

・
邑

・
侯
国

の

そ
れ
ぞ

れ

の
数

お
よ
び
喉

(
?
)
と
都
官

の
数
を
挙
げ
る
。

邑
は
皇
太
后

・
皇

后

・
公
主
の
采
地
と
な

っ
た
県
、
侯
国
は
列
侯
の
采
地
と
な

っ
た
県
を
い
う
。

こ

れ
に
よ
る
と
県

・
邑

・
侯
国
の
総
数
は
三
八
、
内
訳
は
県
が

一
八
、
邑
が
二
、
侯
国

が

一
八
と
あ
る
。
こ
れ
を

『
漢
書
』
地
理
志
の
東
海
郡
の
条
と
比
較
す
る
と
、
合

計

の
三
八
と
い
う
数
は

一
致
す
る
が
県

・
邑

・
侯
国
の
別
は
明
記
し
て
い
な
い
。

そ
こ
で
謝
氏
は
、
二
号
牘
の

「吏
員
簿
し
に
基
づ
き
、
三
号
牘
の

「
長
吏
名
籍
」

を
参
照
し
な
が
ら
、
東
海
郡
の
邑
は
二
号
牘
で
い
え
ば
⑧
胸
と
⑮
況
其
の
二
つ
、

侯
国
は
㈱
昌
慮
か
ら
⑳
都
陽
ま
で
の

一
八
と
し
て
い
る
。
次
に
原
文
に
は

「其

の

廿
四
に
喉

(?
)
有
り
」
と
あ
る
。
其
の
十
四
と
い
う
か
ら
に
は
、
上
記
の
県

.

邑

・
侯
国
三
八
の
中

の
二
四
を
指
す
こ
と
は
疑
い
な
い
が
、

喉

(
?
)
が
何
で
あ

る
か
は
明
ら
か
で
な
い
。　
『
報
告
書
』
の
図
版
か
ら
文
字
を
確
定
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
が
、
仮
に
喉
と
釈
読
す
る
な
ら
ば
、
居
延
簡
な
ど
に
見
え
る
喉

は
辺
境
に

あ

っ
て
敵
の
動
向
を
監
視
す
る
砦
で
あ
り
見
張
り
台
で
あ
る
の
で
、
内
郡
で
も
要

ユ3
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所
、
要
所
に
は
そ
の
よ
う
な
施
設
が
設
け
ら
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。　
「
都

官
二
」
は
、
謝
氏
の
説
く
ご
と
く
鉄
官
と
塩
官
を
指
す
。

こ
れ
を
都
官
と
称
す
る

の
は
、
郡
国
の
鉄
官
や
塩
官
が
中
央
の
大
司
農
に
所
属
す
る
こ
と
か
ら
く
る
呼
称

で
あ
る
。　
『漢
書
』
地
理
志
に
よ
る
と
、

東
海
郡
に
は
塩
官
は
見
え
ず
、
た
だ
下

郵
と
胸
に
鉄
官
が
置
か
れ
た
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。

二
号
牘

の

「
吏
員
簿
」
を
見

る
か
ぎ
り
、
下
郵
に
鉄
官
が
置
か
れ
た

こ
と
は
認
め
ら
れ
る
が
胸
に
は
鉄
官
は
置

か
れ
ず
、
胸
邑
に
所
属
す
る
郷
の
一
つ
伊
盧
に
塩
官
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
を
知

ゆる
。
な
お
伊
盧
の
塩
官
に
は
二
つ
の
支
所
、
下
郵

の
鉄
官
に
は

一
つ
の
支
所
が
設

け
ら
れ
て
い
る
。

　
第
2
行

東
海
郡
に
所
属
す
る
郷
、
口
、
里
と
里
正
の
総
数
を
記
す
。
但
し
、

郷
と
里
の
間
の

一
字
は

『報
告
書
』
は
も
と
よ
り
、
謝
氏
も
不
明
と
し
て
空
白
の

ま
ま
残
し
て
い
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
西
川
利
文
氏
は

『後
漢
書
』
劉
玄
列
伝
の

「
共
攻
離
一郷
聚
」

の
李
賢
注
に

　
離
郷
聚
、
謂
諸
郷
聚
離
散
、
去
城
郭
遠
者
、
大
日
郷
、
小
日
聚

　
離
郷
聚
は
、
諸
の
郷
や
聚
の
離
散
し
て
、
城
郭
を
去
る
こ
と
遠
き
も
の
を
謂
う

　
な
り
。
大
な
る
も
の
を
郷
と
日
い
、
小
な
る
も
の
を
聚
と
日
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

を
引
き
、
未
釈
の

一
字
を
聚
と
読
ん
で

い
る
。
同
様
に
周
振
鶴
氏
も
聚
を
採
用
し

　
　

　

て
い
る
。
確
か
に
郷
の
下
位
に
く
る
地
方
単
位
と
し
て
は
聚
が
あ
る
こ
と
は
右
に

引
用
し
た
史
料
の
通
り
で
あ
る
が
、　
『報
告
書
』
の
図
版
を
見
る
か
ぎ
り
、
字
画

が
比
較
的
は

っ
き
り
し
て
い
る
だ
け
に
こ
の
未
釈
字
を
聚
と
読
む
ご
乏
は
か
な
り

苦
し
い
よ
う
に
思
う
。

こ
の
文
字
の
釈
読

は
将
来
の
課
題
と
し
て
お
く
こ
と
に
す

る
。
さ
て
こ
の
二
号
牘
に
よ
る
と
、
東
海
郡
で
は
郷
は

一
七
〇
、
口
は

一
〇
六
、

里
は
二
五
三
四
、
里
正
は
二
五
三
二
人
で
あ
る
。
里
正
と
い
う
の
は
、
郷
晉
夫
ら

の
下
に
あ

っ
て
里
の
行
政
に
関
す
る
も
ろ
竜
ろ
の
世
話
役
で
あ
る
。
今
、

一
里
に

つ
き
里
正

一
人
が
置
か
れ
た
と
仮
定
す
る
と
、
単
純
な
計
算
で
里
正
を
二
人
欠
い

て
い
た
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は

一
人
の
里
正
が
他

の
里
の
里
正
を
兼
務
し
て
い

た
こ
と
も
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。

　

第
3
行

東
海
郡
に
所
属
す
る
亭
と
亭
卒
、
郵
と
郵
人
の
総
数
を
記
す
。
す
な

わ
ち
亭

は
六
八
八
、
亭
卒
は
二
九
七
二
人
で
、

一
亭
に
つ
き
平
均
し
て
四
人
強

の

亭
卒
が

い
た
。
ま
た
郵
は
三
四
、
郵
人
は
四
〇
八
人
で
、

一
郵
に
つ
き
郵
人
は

一

二
人
平
均
で
あ
る
。
亭
は
、
本
来
は
県

・
邑

・
侯
国
に
置
か
れ
た
尉

(警
察
を
主

ど
る
)
に
直
属
す
る
組
織
で
、
そ
の
責
任
者
で
あ
る
亭
長
は
盗
賊
を
捕
え
る
こ
と

を
主
た
る
任
務
と
し
て
い
た
が
、
亭

は
同
時
に
宿
駅
で
も
あ

っ
た
。
他
方
郵
は
文

書
を
伝
達
す
る
た
め
の
中
継
所
で
、
史
書

の
中
で
は
郵
亭
と
熟
し
て
使
用
さ
れ
る

こ
と
が
多
い
。
ま
た

「
集
簿
」
に
は
亭

の
数
は
六
八
八
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、

二

号
牘
の

「
吏
員
簿
」
で
は
亭

の
責
任
者
で
あ
る
亭

長

は
総
計

六
八
九
人
を
数
え

「集
簿
」
の
亭
数
よ
り

一
名
多
い
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
謝
氏
は
、　

「
集
簿
」

の

統
計
は
東
海
郡
に
所
属
す
る
県

・
邑

・
侯
国
の
亭
の
総
数
で
あ
り
、　
「吏
員
簿
」

の
数
は
更
に
下
郵

の
鉄
官
に
所
属
す
る
亭
長

一
名
を
加
算
し
た
も
の
だ
と
解
し
て

い
る
。

ま
た
文
中
の

「如
前

(前

の
ご
と
し
)」
に
つ
い
て
、

謝
氏
は
こ
れ
は
統

計
上
の
用
語
で

「前
年
度
に
同
じ
」
と
い
う
意
味
だ
と
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
点

に
つ
い
て
は
、
後
で
詳
述
す
る
。

　
第
4
行

東
海
郡
が
管
轄
す
る
境
域
の
総
距
離
数
を
記
す
。
こ
れ
に
よ
る
と
東

西
は
五
五

一
里
、
南
北
は
四
八
八
里
と
あ
る
。
漢
代

の
一
里
を
約
四
〇
〇
メ
ー
ト

ル
と
す
る
と
、
東
西
は
約
二
二
〇
キ

p
メ
ー
ト
ル
、
南
北
は
約

一
九
五
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
で
あ
る
。

　
第
5
行

東
海
郡
に
お
け
る
県
の
三
老
、
郷
の
三
老
、
孝

・
悌

・
力
田
の
各
人

数
と
総
数
を
記
す
。
す
な
わ
ち
県
の
三
老
は
三
八
人
、
郷
の
三
老
は
一
七
〇
人
、

工4
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孝

・
悌

・
力
田
は
そ
れ
ぞ
れ

=

一〇
人
で
、

総
計
五
六
八
人
と
あ

る
。

三
老
は

『漢
書
』
高
帝
紀
二
年
二
月
の
条
に
初
め
て
見
え
る
。

　
挙
民
年
五
十
以
上
、
有
脩
行
、
能
帥
衆
為
善
、
置
以
為
三
老
、
郷

一
人
。
択
郷

　
三
老

一
人
為
県
三
老
、
与
県
令
丞
尉
以
事
相
教
、
復
勿
縣
戍
。

　
民

の
年
五
十
以
上
に
し
て
脩
行
あ
り
、
能
く
衆
を
帥
い
て
善
を
為
す
も
の
を
挙

　
げ
、
置
き
て
以
て
三
老
と
為
す
、
郷
ご
と
に

一
人
。
郷

の
三
老

一
人
を
択
び
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ほく

　
県

の
三
老
と
為
し
、
県
の
令

・
丞

・
尉
と
事
を
以
て
相

い
教
え
し
め
、
復
し
て

　
鯀
戍
す
る
こ
と
勿
れ
。

　
ほ
く

　
復
す
と
は
賦
役
を
免
除
す
る
こ
と
を
言
う
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
民
の
う
ち
五
十

歳
以
上
で
立
派
な
行
い
が
あ
り
、
よ
く
民
衆
の
模
範
と
な

っ
て
善
行
を
行
わ
し
む

る
者

　
人
を
択
ん
で
郷

の
三
老
と
な
し
、
郷
の
三
老
の
中
か
ら

一
人
を
択
ん
で
県

の
三
老
と
な
し
、
県

の
長
吏
と
と
も
に
民
衆
の
教
化
に
当
た
ら

せ
る
わ
け

で
あ

る
。
　
「集
簿
」

の
第
1
行
に
よ
れ
ば
東
海
郡
に
は
県

・
邑

・
侯
国
が
三
八
あ
り
、

し
た
が

っ
て
県

の
三
老
は
県

・
邑

・
侯
国
そ
れ
ぞ
れ

一
人
が
置
か
れ
た
こ
と
に
な

る
。
同
様
に

「集
簿
」

の
第
2
行
に
は
郡
下
の
郷
の
数
は

一
七
〇
と
あ
る
か
ら
、

郷
の
三
老
も

一
郷
に
つ
き

一
人
の
割
合

い
で
置
か
れ
た
こ
と
に
な
る
。
ま
さ
に
史

書
の
述
べ
る
通
り
で
あ
る
。
孝
悌
力
田

は

『
漢
書
』
恵
帝
紀
四
年
正
月
の
条
に

　
挙
民
孝
弟
力
田
者
、
復
其
身

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ほく

　
民
の
孝
弟

(悌
)
力
田
な
る
者
を
挙
げ
、
共
の
身
を
復
す

と
あ
る
の
が
初
見
で
あ
る
。
孝
は
親
に
仕
え
て
孝
行
な
者
、
悌
は
長
幼
の
序
を
わ

き
ま
え
兄
弟
仲
む
つ
ま
じ
い
者
、
力
田

は
農
業
に
精
励
す
る
者
を
い
い
、
い
ず
れ

も
民
の
模
範
と
な
る
人
達
で
あ
る
。
三
老
以
下
力
田
に
い
た
る
ま
で
、
彼
ら
は
郷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

官
と
総
称
さ
れ
る
人
達
で
あ
る
が
、
こ
の

一
号
牘
の
記
事
で
明
ら
か
に
な

っ
た
こ

と
は
、

一
つ
に
は
孝
悌
力
田
は
孝
悌
と
力
田
で
は
な
く
、
孝
と
悌
と
力
田
の
三
者

で
あ
る
こ
と
、
二
つ
に
は
次
の
第
6
行
～
第
8
行
と
関
係
し
て

の

こ
と

で
あ

る

が
、
彼
ら
郷
官
は
吏
で
は
な
く
、
吏
の
員
数
外
で
あ
る
こ
と
の
二
点
で
あ
る
。

　
第
6
行
　
東
海
郡
の
吏
員
の
総
数
と
、
太
守
府
に
お
け
る
長
吏
と
属
吏
の
各
人

数
及
び
太
守
府
の
吏
員
の
総
数
を
記
す
。
既
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
長
吏
と

は
官
秩
が
二
百
石
以
上
の
勅
任
官
を
指
し
、

こ
れ
に
た
い
し
て
百
石
以
下
の
下
級

の
属
吏
が
少
吏
で
あ
る
。
第
6
行
の
記
録
に
よ
る
と
、
東
海
郡
全
体
の
吏
員
の
総

定
は
二
二
〇
三
人
と
あ
る
。

こ
の
数
字
は
二
号
牘

の

「吏
員
簿
」
に
見
え
て
い
る

総
人
数
よ
り
も

一
名
多
い
。

ま
た
太
守
府

の
構
成
員
は
、

太
守

一
人
、

丞

一
人

(
以
上
は
長
吏
)
、
卒
史
九
人
、

属
五
人
、
書
佐

一
〇
人
、

嗇
夫

一
入
の
総
数
二

七
人
で
あ
る
。

　
第
7
行

都
尉
府
の
長
吏
と
属
吏
の
入
数
、
及
び
総
数
を
記
す
。
都
尉
府
は
都

尉

一
人
と
丞

一
人

(
以
上
長
吏
)
、

卒
史

二
人
、
属
三
人
、

書
佐
五
人
の
総
計

一

二
人
の
構
成
で
あ
る
。
な
お
二
号
牘

の

「吏
員
簿
」
に
ょ
る
と
、
都
尉
の
官
秩
は

真
二
千
石
と
な

っ
て
お
り
、

一
般
に
知
ら
れ
て
い
る
都
尉

の
官
秩
比
二
千
石
と
相

違
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
紀
安
諾
氏
は

『漢
書
』
元
帝
紀
の
建
昭
三
年

(
前
三
六
)
の
詔
令
の

　
令
三
輔
都
尉
、
大
郡
都
尉
秩
皆
二
千
石

　
三
輔
の
都
尉
と
大
郡
の
都
尉
の
秩
を
し
て
皆
二
千
石
な
ら
し
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑲

に
該
当
す
る
と
解
し
て
い
る
。　
『
漢
書
』
地
理
志
に
見
え

る
元

始

二
年

(紀
元

二
)
の
人
口
統
計
で
は
、
前
漢
の

一
〇
三
の
郡
国
の
う
ち
東
海
郡
は
、
首
位

の
汝

南
郡
以
下
、
潁
川
郡
、
沛
郡
、
南
陽
郡
、
河
南
郡
、
東
郡
に
続

い
て
第
七
位
に
ラ

ン
ク
さ
れ
る
大
郡
で
あ
り
、
紀
安
諾
氏
の
説
の
ご
と
く
建
昭
三
年

の
適
用
を
う
け

た
も
の
で
、
前
漢
晩
期

の
特
例
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

　
第
8
行
　
東
海
郡
に
所
属
す
る
県
と
邑
と
侯
国
等
の
長
吏
と
属
吏
の
人
数
お
よ
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び
総
数
を
記
す
。
こ
れ
に
よ
る
と
先
ず
令

は
七
人
、
長
は

一
五
人
、
相

は

一
八
人

で
あ
る
。
既
に
見
て
き
た
よ
う
に

「集
簿
」
の
第
-
行
に
よ
り
東
海
郡
に
は

一
八

県
、
ご
邑
、

一
八
侯
国
が
あ

っ
た
。
侯
国

の
長
官
は
相
で
あ
り
、
侯
国
の
数
と
相

の
人
数
は
共
に

一
八
で
、

一
致
す
る
。
と

こ
ろ
が
県
と
邑
の
数
は
二
〇
で
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
令
長
の
数
は
二
二
で
、
実
際
よ
り
も
二
つ
多
く
な

っ
て
い
る
。

こ

の
こ
と
に
つ
い
て
、
謝
氏
は
二
号
牘

の

「吏
員
簿
」
の
記
載
と
照
合
し
、
長
の

一

五
人
の
中
に
は
伊
盧
の
塩
官

の
長
と
下
郵

の
鉄
官
の
長
の
二
人
を
加
え
た
も
の
だ

と
解
し
て
い
る
。

つ
い
で
次
官

の
丞
で
あ

る
が
、
こ
こ
で
は
四
四
人
と
あ
る
。
と

こ
ろ
が

「集
簿
」
の
第
1
行
で
は
、
東
海
郡
の
県

・
邑

・
侯
国
に
塩
官
と
鉄
官
を

加
え
て
総
数
は
四
〇
で
あ
り
、
し
た
が

っ
て
丞
の
ポ
ス
ト
は
四
つ
多

い
こ
と
に
な

る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
謝
氏
は
二
号
牘
の

「吏
員
簿
」

と
照
合
し
、　
そ
の
結

果
、
塩
官
に
は
更
に
二
つ
、
鉄
官
に
は

一
つ
、
ま
た
東
海
郡
の
治
所
で
あ

っ
た
鄰

県
に
は
別
に
獄
丞
の
置
か
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
、
丞
の
総
数
四
四
人
は
正
し

い
こ
と
を
実
証
し
て
い
る
。
ま
た
尉
四
三
人
に
つ
い
て
も
、
謝
氏
は
同
様
に

「吏

員
簿
」
を
参
照
し
、

一
八
の
県

・
邑

・
侯
国
に
は
各
二
名
、
七
つ
の
県

・
邑

・
侯

国
に
は
各

一
名
が
配
置
さ
れ
て
お
り
、
他
方
二
県
と

一
一
侯
国
そ
れ
に
塩
官
と
鉄

官
に
は
尉
が
置
か
れ
て
い
な
か

っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
、
東
海
郡
下
の
尉
四

三
人
は
正
し
い
こ
と
を
実
証
し
て
い
る
。
ま
た
第
8
行
に
は
、
以
上
の
長
吏
に
つ

づ
い
て
属
吏
で
あ
る
有
秩
三
〇
人
、
斗
食

五
〇

一
人
、
佐
史

・
亭
長

一
一
八
二
人

と
し
、
東
海
郡
に
は
長
吏
と
属
吏
併
せ
て

一
八
四
〇
人
が
い
た
こ
と
を
記
す
。
謝

氏
に
よ
る
と
、
有
秩
三
〇
人
と
斗
食
五
〇

一
人
は
二
号
牘
の

「吏
員
簿
し
中

の
令

史
、
獄
吏
、
官
嗇
夫
、
郷
嗇
夫
、
游
徼
の
合
計
数
と

一
致
す
る
が
、
佐
史
と
亭
長

の

一
一
八
二
人
は

「吏
員
簿
」
で
は

一
一
八

一
人
で
あ
り
、　
「
集
簿
」

の
数
よ
り

も

一
名
少
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

し
た
が

っ
て
総
数
に
お

い
て
も

「集

簿
L
の
方
が

一
名
多
い
と
い
う
結
果
を
生
じ
て
い
る
と
見
て
い
る
。

　
さ
て
こ
こ
で

一
つ
特
記
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
右
に
見
て
き
た

と
こ
ろ
の
謝
桂
華
氏
の
採

っ
た
照
合
の
方
法
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

「集
簿
」
中
の

集
計
を

「吏
員
簿
」
の
具
体
的
な
個
個
の
記
載
と
照
合
し
な
が
ら
検
討
を
加
え
、

一
つ
一
つ
確
認
し
て
い
く
と
い
う
方
法
で
あ
る
。
今
、
仮
に

「集
簿
」
の
集
計
の

み
が
あ

っ
て

「
吏
員
簿
」
が
無
か

っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
集
計
の
当
否
を
判
断
す

る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
　
「
集
簿
」

の
一
方
に

「吏
員
簿
」
と
い
う
詳
細
な
記

録
簿
が
あ

っ
て
こ
そ
初
め
て

「
集
簿
」

の
具
体
的
な
内
容
や
記
録
の
当
否
の
判
断

が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
も

「集
簿
」
と

「吏
員
簿
」
と
の
関
係
で
い
え

ば
、
た
だ
単
に

「集
簿
」
の
第
8
行
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、
第
4
行
の
郡
の
境
域

を
除
き
、
第
1
行
か
ら
第
9
行
ま
で
の
記
載
は
全
て

「吏
員
簿
」
と
密
接
な
関
係

を
有
し
て
い
る
。
つ
ま
り

「
集
簿
」
と

「吏
員
簿
」
は
ま
さ
に
表
裏

一
体
を
な
す

も
の
で
あ

っ
た
。
こ
の
よ
う
に
種
類
の
異
な
る
複
数
の
簿
書
を
作
成
し
、
相
互
に

照
合
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
誤
り
を
正
し
て
精
確
を
期
す
る
、
こ
れ
が
漢
代

の
簿
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

作
成
上
の

一
つ
の
大
き
な
特
徴
で
あ

っ
た
。

　
第
9
行
　
侯
国
内
に
お
け
る
列
侯
の
家
吏
の
人
数
と
、
そ
の
総
数
を
記
す
。
侯

家
丞

一
八
、

僕
と
行
人
と
門
大
夫
五
四
人
、

先

(
洗
)
馬

と
中

庶
子
二
五
二
人

は
、
い
ず
れ
も
二
号
牘
の

「吏
員
簿
」

の
記
載
と

一
致
し
、
総
数
で
三
二
四
人
と

な
る
。

　
第
10
行

東
海
郡
の
戸
数
と
戸
数

の
年
度
増
加
数
お
よ
び
獲
流

の
戸

数

を
記

す
。
郡
の
全
戸
数
は
二
六
万
六
二
九
〇
戸
。　
「多
前

(
前
よ
り
多
し
)
」

と

は
前

年
度
よ
り
も
多
い
の
意
味
で
、
謝
氏
は

「如
前
」
と
同
様
に
統
計
用
語
と
す
る
。

前
年
度
よ
り
増
加
し
た
戸
数
は
二
六
二
九
戸
。
ま
た
郡
の
全
戸
数
の
う
ち
で
、

一

万

一
六
六
二
戸
は
獲
流
と
あ
る
。
獲
流

の
流
と
は
郷
里
を
離
れ
て
各
地
を
流
亡
す
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る
農
民
、
い
わ
ゆ
る
流
民
を
指
し
て
い
う
。
前
漢
の
晩
期
に
な
る
と
流
民
が
多
発

し
て
く
る
。
哀
帝
の
時
、
諌
議
大
夫
の
鮑
宣
は
民
が
郷
里
を
見
す
て
て
流
亡
す
る

七

つ
の
原
因
を
挙
げ
て
い
る
。　
『
漢
書
』
七
二
鮑
宣
伝
に

　
凡
民
有
七
亡
。
陰
陽
不
和
、
水
旱
為
災
、

一
亡
也
。
県
官
重
責
更
賦
租
税
、
二

　
亡
也
。
貪
吏
並
公
、
受
取
不
已
、

三
亡
也
。

豪
強
大
姓
、

蚕
食
亡
厭
、

四
亡

　
也
。
苛
吏
鯀
役
、
失
農
桑
時
、
五
亡
也
。
部
落
鼓
鳴
、
男
女
遮
泄
、
六
亡
也
。

　
盗
賊
劫
略
、
取
民
財
物
、
七
亡
也
。

　
凡
そ
民
に
七
亡
あ
り
。
陰
陽
和
せ
ず
、

水
旱
災
を
為
す
、

一
亡
な
り
。
県
官
重

　
く
更
賦
租
税
を
貴
む
、
二
亡
な
り
。
貪
吏
公
に
よ
り
て
、
受
取
已
ま
ず
、
三
亡

　
な
り
。

豪
強
大
姓
、

蚕
食
し
て
厭
く

こ
と
な
し
、

四
亡
な
り
。

苛
吏
鯀
役
し

　
て
、
農
桑

の
時
を
失
う
、
五
亡
な
り
。

部
落
鼓
鳴
し
、
男
女
遮
逍
す
、
六
亡
な

　
り
。
盗
賊
劫
略
し
て
、
民

の
財
物
を
取

る
、
七
亡
な
り
。

こ
の
七
つ
の
原
因
は
相
互
に
関
係
す
る
が
、
中
で
も
そ
の
引
き
金
と
な
る
の
は

一

番
目
に
挙
が

っ
て
い
る
水
害
や
旱
魃
な
ど

の
自
然
災
害
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
前
漢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑳

晩
期
で
も
特
に
成
帝
期
に
多

い
こ
と
が
目

を
引
く
。
獲
流
と
は
、

こ
の
よ
う
な
流

民
に
田
宅
を
貸
与
し
て
保
護
し
、
戸
籍

に
編
入
し
た
こ
と
を
指
す
。

　
第

11
行
　
東
海
郡
の
口
数
と
獲
流
の
口
数
を
記
す
。
郡
全
体

の
口
数
は

二
二
九

万
七
三
四
三
人
、
そ
の
う
ち
獲
流
は
四
万

二
七
五
二
人
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
こ
の

「集
簿
」

の
第
10
行
と
第
11
行
に
お
い
て
疑
問
が
あ
る
。
先
ず

第
10
行
で
は
、
東
海
郡
の
戸
数
は
獲
流

の

一
万

一
六
六
二
戸
を
含
め
て
戸
数
は
二

六
万
六
二
九
〇
戸
と
あ
り
、
こ
の
戸
数

は
前
年
度
よ
り
二
六
二
九
戸

多

い
と
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
裏
を
返
え
せ
ば
、
獲
流
を
加
え
な
か

っ
た
ら
郡
全
体

の
戸
数
は

前
年
度
よ
り
も
減
少
し
て
い
た
こ
と
に
な

る
。
第

11
行
の
口
数
に
つ
い
て
は
前
年

度
と
の
比
較
に
言
及
し
て
い
な
い
の
で
実
際
の
と
こ
ろ
は
不
明
で
あ
る
が
、
戸
数

の
場
合
と
同
様
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
東
海
郡
内
に
お
い
て
も

か
な
り
の
数
の
流
民
が
発
生
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
が
果
た
し
て
実
態
は
ど
う
で

あ

っ
た
の
か
。
こ
れ
が
疑
問
の

一
つ
で
あ
る
。
二
つ
に
は

『
漢
書
』
地
理
志
に
見

え
る
平
帝
の
元
始
二
年

(
紀
元
二
)
の
東
海
郡
の
戸
数
と
口
数
は
、
戸
数
は
三
五

万
八
四

一
=
尸
、

口
数
は

一
五
五
万
九
三
五
七
人
で
あ
る
。　
「集
簿
し
の
作
成
年

代
を
仮
に
成
帝
の
元
延
二
年

(前

一
一
)

こ
ろ
と
す
る
な
ら
ば
、
東
海
郡
は
僅
か

十
三
、
四
年
の
間
に
戸
数
に
し
て
九
万
二
〇
〇
〇
余
戸
、

口
数
に
し
て

一
六
万
二

〇
〇
〇
人
余
り
が
増
加
し
た
こ
と
に
な
る
。
若
し
こ
れ
ら
の
数
字
に
誤
り
が
な
い

と
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に

一
体
何
が
起
こ
っ
た
の
か
。
何
が
原
因
で
こ
の
よ
う
な

増
加
を
見
た
の
か
。
い
ず
れ
も
疑
問
と
し
て
残
し
、
今
後

の
解
明
に
待
ち
た
い
。

　
第
12
行

東
海
郡
の
頃
畝

(
面
積
)
を
記
す
。
謝
氏
は
こ
れ
を
東
海
郡
の
墾
田

の
総
面
積
だ
と
解
し
て
い
る
。
他
方
、
高
敏
、
高
恒
の
両
氏
は
東
海
郡
の
総
面
積

を
記
し
た
も

の
と
す
る
。
こ
こ
に
見
え
る
提
封
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば

『漢
書
』

八

一
匡
衡
伝
に
衡
が
臨
淮
郡
僮
県
の
楽
安
郷
に
封
ぜ
ら
れ
た
と
き
の
こ
と
を
述
べ

て　
郷
本
田
陛

(提
)
封
三
千

一
百
頃
、
南
以
閲
伯
為
界

　
郷

の
本
田
は
提
封
三
千

一
百
頃
、
南
は
閾
伯
を
以
て
界
と
為
す

と
あ
り
、
顔
師
古
は

　
提
封
、
挙
其
封
界
内
之
総
数

　
提
封
は
、
其
の
封
界
内
の
総
数
を
挙
げ
る
な
り

と
注
し
て
い
る
。
こ
れ
よ
り
し
て
も
、
第

12
行
は
東
海
郡
の
境
域
内
の
全
面
積
を

記
し
た
も

の
で
あ
る
。
な
お
第
12
行
に
よ
る
と
、
そ
の
面
積
は
五

一
万
二
〇
九
二

頃
八
五
畝
口
で
、

こ
の
数
字
は

「如
前

(
前
の
ご
と
し
)」
と

し

て
前
年
度
と
変

更

の
な
い
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
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第
13
行
　
こ
の

一
行

は
文
字

の
残
欠
が
多
く
て
文
意
が
通
じ
な
い
が
、
謝
氏
は

東
海
郡
の
口
国
、
邑
居
、
園
田
の
総
数

を
記
録
し
た
も
の
と
す
る
。
高
敏
氏
は
東

海
郡
全
土
の
面
積
に
含
ま
れ
る
侯
国
や
邑

の
園
田
の
総
面
積
を
記
し
た
も
の
と
見

る
。
高
恒
氏
も
欠
字
が
多

い
の
で
理
解
が
困
難
で
あ
る
と
し
た
上
で
、　

『漢
書
』

地
理
志
下
に
お
い
て
漢

の

「提
封
田

(総
面
積
)」
を
記
し
た
後
、　

「邑
居
道
路
、

山
川
林
沢
」
な
ど
開
墾
で
き
な
い
田
や
、
ま
た

「
可
墾
不
可
墾

(開
墾
が
可
能
な

る
も
未
開
墾
)
」
田
と

「
定
墾
田

(実
際

の
開
墾
田
)
」
を
記
録
し
て
い
る
こ
と
を

参
考
に
し
て
、

一
号
牘

「集
簿
」
の
記
載
も
そ
れ
に
準
じ
た
も
の
で
あ
り
、
第
13

行
も
東
海
郡
の
総
面
積
を
記
し
た
後
、　

「口
国
、
邑
居
、
園
田
し

の
占
有
す
る
土

地
の
面
積
を
記
録
し
た
も

の
で
は
な
い
か
と
見
る
。
国

の
上
の
欠
字
は
、
お
そ
ら

く
侯
の
字
が
入

っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
邑
居
は
む
ら
ざ
と
で
民
の
居
住
地
、
園

田
は
蔬
菜
を
植
え
る
畑
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
第

13
行
は
、
東
海
郡
に
お
け
る
列

侯
の
采
地
と
民
の
居
住
地
、
そ
れ
に
園
田

の
面
積
の
総
数
を
記
し
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。
な
お
、
こ
の
三
者
の
総
面
積
を

二

一
万

一
六
五
二
頃
と
し
て
第
12
行
に

見
え
る
東
海
郡

の
全
面
積
に
占
め
る
割
合
を
計
算
す
る
と
、
約
四
割
と
い
う
数
字

を
得
る
。

　
第
14
行
　
東
海
郡
の
宿
麦
、
す
な
わ
ち
秋
に
種
を
播
き
年
を
越
し
て
翌
年
に
収

穫
す
る
麦
の
、
植
え
付
け
面
積
を
記
す
。

そ
れ
に
よ
る
と

一
〇
万
七
三
口
口
頃
と

あ
り
、　
「多
前
」
と
し
て

一
九
二
〇
頃
八

二
畝
と
記
す
。
宿
麦

を
植

え

る
こ
と

は
、
漢
代
で
は
災
民
救
済
政
策
と
し
て
特

に
奨
励
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
第
15
行

東
海
郡
の
男
女
の
各
人
数
の
総
数
と
、
女
子
の
年

度

増
加

数

を
記

す
。
す
な
わ
ち
男
子
は
七
〇
万
六
〇
六
四
人
、
女
子
は
六
八
万
八

二
一一二
人
。
女

子
は

「多
前
し
と
し
て
七
九
二
六
人
と
あ

る
。
但
し
、
こ
れ
は
謝
氏
、
高
敏
氏
ら

も
指
摘
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
第

15
行
に
見
え
る
男
女
数
を
合
計
す
る
と

=
二
九
万
四

一
九
六
人
と
な
り
、
第
11
行
に
見
え
る
東
海
郡
の
総
人

口
数
よ
り
も

三

一
四
七
人
少
な
く
な

っ
て
い
る
。
何
故
こ
の
よ
う
な
差
が
生
じ
た
の
か
、
不
可

解
と
い
う
し
か
な
い
。

　
第
16
行

東
海
郡
の
年
齢
八
〇
歳
以
上
の
者
と
、
六
歳
以
下

の
者
の
各
人
数
お

よ
び
両
者

の
合
計
人
数
を
記
す
。
こ
れ
に
よ
る
と
八
〇
歳
以
上
の
者
は
三
万
三
八

七

一
人
、
六
歳
以
下
の
者
は
二
六
万
二
五
八
八
人
、
両
者
併
せ
て
工
九
万
六
四
五

九
人
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
謝
氏
や
両
高
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
政
府
の
徴
税
や

徭
役
等

の
各
種
の
負
担
免
除
や
、
ま
た
刑
法
上
の
適
用
も
免
除
さ
れ
る
特
別
扱
い

の
人
達
で
あ
る
。
殊
に
六
歳
以
下
を
挙
げ
て
い
る
の
は
、
漢
代
で
は

一
五
歳
以
上

五
六
歳
ま
で
の
成
人
に
年
額

一
二
〇
銭
の
算
賦
す
な
わ
ち
人
頭
税
が
課
徴
さ
れ
る

の
に
た
い
し
て
、
前
漢
武
帝
の
時
に
至
り
、
七
歳
以
上

一
四
歳
以
下
の
未
成
人
か

ら
も
毎
年
二
三
銭
を
徴
収
す
る
こ
と

に
な

っ
た
。

こ
れ
を
口
賦
と
称
し
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑫

が
、
六
歳
以
下
は
口
賦
徴
収
の
対
象
外
の
者
で
あ
る
。
居
延
出
土
簡
中
で
は
六
歳

以
下
の
男
女
を
特
に
区
別
し
て
男
は

「
未
使
男
」
、

女
は

「未
使
女
」
と
よ
ん
で

い
る
。
正
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
第
17
行

東
海
郡
の
年
齢
九
〇
歳
以
上
の
者
と
、
年
齢
が
七
〇
歳
以
上
で
か
つ

受
杖
す
な
わ
ち
杖
を
受
け
し
者
の
人
数
お
よ
び
両
者
の
合
計
数
と
、
年
度
の
増
加

人
数
を
記
す
。
そ
れ
に
よ
る
と
九
〇
歳
以
上
は

一
万

一
六
七
〇
人
、
七
〇
歳
以
上

で
杖
を
受
け
し
者
は
二
八
二
三
人
、
両
者
併
せ
て

一
万
四
四
九
三
人
で
、
こ
の
人

数
は

「多
前
」
と
し
て
七

一
八
人
の
人
数
を
挙
げ
て
い
る
。
こ

こ
で
い
う
杖

と

は
、
先
端
に
鳩
の
形
の
飾
り
の
つ
い
た
長
さ
九
尺

(
ニ
メ
ー
ト
ル
余
)
の
杖
の
こ

と
で
、
王
杖
と
も
鳩
杖
と
も
称
さ
れ
る
。
漢
代
で
は
七
〇
歳
に
達
し
た
老
人
に
与

え
ら
れ
、
こ
の
杖
を
授
け
ら
れ
た
人
に
は
特
別
に
優
遇
し
て
政
府
の
養
老
の
意
志

　
　
　
　
　
　
　
　

ゆ

を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
第
17
行
に
挙
げ
ら
れ
た
数
字
を
見
る
と
、
七
〇
歳
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に
な
る
と
全
員
に
王
杖
が
与
え
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
杖
を
授
か
る
に
は
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

な
り
の
条
件
や
資
格
な
ど

の
あ

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
第
18
行

東
海
郡
の
春
季
種
樹
の
面
積
と
、
年
度
の
増
加
数
を
記
す
。
す
な
わ

ち
そ
の
面
積
は
六
五
万
六
七
九
四
畝
で
、　

「多
前
」
と
し
て
四
万
六
三
二
〇
畝
を

挙
げ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
春
に
植
え

る
樹
で
あ
る
が
、
謝
氏
と
高
敏
氏
は
と

も
に
樹
木
と
解
し
て
い
る
。

こ
れ
に
た
い
し
て
高
恒
氏
は
、
こ
の
項
目
の
面
積
が

頃
畝
で
は
な
く
て
畝
を
単
位
に
記
録
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
、
通
説
と
な

っ
て
い
る
樹
木
説
を
否
定
す
る
。
そ
の
上

で
、
こ
の
畝
数
を
郡
全
体
の
戸
数
二
六

万
六
二
九
〇
戸
で
割
る
と

=
尸
当
た
り
二
畝
半

(約
四
、
五
ア
ー
ル
)
の
計
算
と

な
り
、
毎
年
各
戸
が
二
畝
半
の
割
合
い
で
植
え
る
樹
と
い
え
ば
桑
樹
に
相
違
な
い

と
す
る
。
漢
代
で
は
農
桑
と
称
さ
れ
て
、
養
蚕
は
国
家
に
と

っ
て
農
業
と
と
も
に

重
要
な
産
業
と
し
て
常
に
奨
励
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
よ
う
な
漢
代

の
勧
農
桑
政
策

か
ら
し
て
も
蓋
し
妥
当
な
説
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
第
19
行

東
海
郡
の
春
令
を
以
て
形
成
し
た
戸
口
の
数
、
並
び
に
支
給
穀
物

の

総
量
と

一
人
の
平
均
支
給
量
を
記
す
。
謝
茂
は
皇
帝
が
春
季
に
発
布
す
る
詔
令
す

な
わ
ち
春
令
に
基
づ

い
て
新
し
く
増
加
し
た
戸
口
の
数
と
見
る
。
高
敏
氏
は
流
民

の
中
で
新
し
く
戸
籍

に
登
記
さ
れ
た
も
の
を
指
す
と
見
る
。
ま
た
高
恒
氏
は

『礼

記
』
月
令
を
引
き
、
漢
代
の
太
守
が
春
季

に

「振
救
乏
絶

(乏
絶
を
振
救
す
る
)
」

政
策
を
実
行
す
る
と
こ
ろ
の
仁
政
の
一
つ
だ
と
解

し
て

い
る
。

他
方
邪
義
田
氏

は
、
毎
年
春
に
な
る
と
民
に
結
婚
を
奨
励
し
て

一
家
を
形
成
さ
せ
る
こ
と
で
、
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ゆ

口
の
増
加
を
奨
励
す
る
政
策
だ
と
し
て

い
る
。

い
ず
れ
が
是
と
も
、
い
ず
れ
が
否

と
も
に
わ
か
に
断
定
し
難
い
が
、

=
尸
当
た
り
の
口
数
約
四
人
と
い
う
数
字
を
考

慮
す
る
と
謝
桂
華
氏
と
高
恒
氏
と
の
折
衷
説
が
穏
当
の
よ
う
に
思
う
。

　

第
20
行
　
東
海
郡
の
当
該
年
度
の
見
銭

の
総
収
入
額
で
、
金
額
は
二
億
六
六
六

四
万
二
五
〇
六
銭
と
あ
る
。
こ
の
中
に
は
勿
論
、
算
賦
や
口
賦
や
更
賦
な
ど
各
種

の
見
銭
収
入
が
含
ま
れ
る
。

　
第
21
行
　
東
海
郡
の
当
該
年
度
の
見
銭
の
総
支
出
額
で
、
金
額
は

一
億
四
五
八

三
万
四
三
九

一
銭
と
あ
る
。
第
20
行
の
総
収
入
か
ら
差
し
引
く
と
、
余
剰
金
は
一

億
二
〇
八
〇
万
八

一
一
五
銭
と
な
る
。

　
第
22
行

東
海
郡
の
当
該
年
度

の
穀
物
の
収
入
と
支
出
の
総
数
を
記
す
。
こ
れ

に
よ
る
と
収
入
は
五
〇
万
六
六
三
七
石
二
斗

二
升
三
分
の

一
、
支
出
は
四

一
万
二

五
八

一
石
四
斗
口
口
升
と
あ
り
、
余
剰
穀
物
は
約
九
万
四
〇
五
五
石

八
斗

と
な

る
。

　
以
上
が

一
号
木
牘

「
集
簿
篇
の
内
容
で
あ
る
。
そ
の
内
容
を
改
め
て
列
挙
す
る

と
、
東
海
郡
に
お
け
る

　
ω
所
轄
の
県

・
邑

・
侯
国
、
郷

・
里
、
亭

・
郵

の
数

　
②
境
域

　
③
県
三
老
、
郷
三
老
、
孝
、
悌
、
力
田
の
人
数

　
ω
郡
、
県
、
邑
、
侯
国
の
吏
員
の
人
数

　
⑤
戸
口
の
数

　
⑥
郡
の
全
面
積
と
、
侯
国

・
邑
居

・
園
田
等
の
面
積

　
⑦
宿
麦

の
植
え
付
け
面
積

　
⑧
男
子
と
女
子
の
各
人
数

　
⑨
八
〇
歳
以
上
、
六
歳
以
下
の
人
数
。
九
〇
歳
以
上
と
七
〇
歳
以
上
の
受
杖
者

　
　

の
人
数

　
⑩
春
の
桑
樹
の
植
え
付
け
面
積

　
⑪
春
季
の
詔
令
に
よ
っ
て
戸
を
形
成
せ
し
戸
口
の
数

　
⑫

一
歳

の
見
銭
の
出
納
の
総
額

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
-

狛



窓史

　
⑬

一
歳

の
諸
穀

の
出
納

の
総
量

の
お
よ
そ
13
項
目
に
わ
た

っ
て
い
る
。
因

み
に
高
恒
氏
は

「
集
簿
」
を
O
地
区
面

積
と
行
政
機
関
、
⇔
農
業
経
済
、
⇔
財
政
、
⑳
民
政
、
㊨
三
老

・
孝
悌
力
田
の
五

類
に
大
別
し
、
⑳
の
民
政
を
更
に
①
戸

口
、
②
賑
救
貧
困
、
③
矜
老
養

・
尊
高
年

の
三
項
目
に
分
け
て
解
説
を
し
て
い
る
が
、
要
を
得
た
分
類
と
い
え
る
。

　
⇔
　
　「集
簿
」
の
性
格
と
特
徴

　
前
節
に
お
い
て

一
号
牘

「
集
簿
」

の
内
容
を
検
討
し
て
き
た
が
、
こ
の
簿
書
を

い
か
な
る
性
格
の
も
の
と
見
る
か
に
つ
い
て
は
、

こ
の
簿
書
が
何
故
墓
中
か
ら
発

見
さ
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
と
絡
め
て
、

研
究
者

の
間
で
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
が
提

出
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
ず

「
集
簿
」
が
全
体
と
し
て
、
先
に
引
用
し
た

『
続
漢
書
』
百
官
志
の
注
に

引
く
胡
広
の
文
に
、
集
簿
の
内
容
と
し
て
戸
口
、
墾
田
、
銭
穀
の
数
の
他
に
、
盗

賊
の
数
を
挙
げ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
が
見
え
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
殆
ど

の
研
究
者
は
こ
の

「集
簿
」
に
は
な
お
欠
落
が
あ

っ
て
そ
れ
自
体
が
完
全
な
も

の

　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑳

で
は
な
い
、
と
指
摘
す
る
。
し
た
が

っ
て

「集
簿
」
に
は
そ
の
よ
う
な
欠
落
が
あ

る
こ
と
を
認
め
た
上
で
、
従
来

の
諸
研
究

で
は

「集
簿
」
を
ど
の
よ
う
な
性
格

の

も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
か
を
見
て
み
る
と
、　

「概
説
」
は

「
上
計
用
の
集
簿
」

と
い
い
、
謝
桂
華
氏
も
東
海
郡
か
ら
朝
廷

に
提
出
し
た
上
計
簿
で
あ
る
と
見
る
。

高
敏
氏
も
上
計
簿
説
で
あ
る
。
ま
た
高
恒
氏
も
明
言
は
し
て
い
な
い
が
、

こ
れ
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

上
計
簿

の
一
部
と
解
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
但
し
こ
れ
ら
の
場
合
、
上

計
簿
と
い
っ
て
も
原
物
は
実
際
に
は
朝
廷

に
提
出
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
は
上

計
簿

の
郡
の
控
え
か
或
は
そ
の
写
し
で
あ

る
こ
と
は
言

う
ま

で
も

な

い
。
そ
の

点
、　
「初
探
」
お
よ
び

『報
告
書
』
で
、

こ
れ
を
上
計
に
用
い
た
所
の
底
稿

(
下

書
き
)
か
副
本
と
見
て
い
る
の
は
適
切
で
あ
る
。
李
均
明
氏
も
同
様
な
理
解
で
あ

⑳る
。
氏
の
表
現
を
借
り
る
と
、
こ
れ
は
東
海
郡
が
朝
廷
に
報
告
し
た
年
度
綜
合
報

告
の
副
本
で
あ
る
。
但
し
、
内
容
は
高
度
な
概
括
で
あ
る
た
め
に
補
充
説
明
が
必

要
で
、

二
号
牘
か
ら
六
号
牘
が
そ
れ
に
該
当
す
る
、
と
言
う
。
紙
屋
正
和
氏
は
下

書
き
説
で
、　

「集
簿
」
は
上
計
簿
中
の
郡
政
の
概
要
を
示
す
全
体
的
統
計

の
一
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

を
下
書
き
し
た
も
の
だ
と
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑳

　
こ
れ
に
た
い
し
て

「集
簿
」
を
資
料
と
見
る
説
に
邪
義
田
氏
が
あ
る
。
耶
氏
は

一
般
に
集
簿
は
総
計
す
る
際
の
簿
籍
の
呼
称
で
、
上
級
官
庁

へ
提
出
す
る
簿
籍
を

集
簿
と
は
呼
ば
な
い
と
し
、

一
号
牘
の

「集
簿
」
は
上
計
簿
を
作
成
す
る
上
で
の

資
料
と
見
る
。
な
お
西
川
利
文
氏
は
、　

「集
簿
」
は
上
計
簿
の
形
式
に
則

っ
て
作

成
さ
れ
た
も
の
で
上
計
簿
そ
の
も
の
と
は
い
え
な
い
が
、
少
な
く
と
も
上
計
簿
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

一
部
を
成
す
資
料
で
あ

っ
た
と
見
て
い
る
。

　
以
上
が

一
号
牘
の

「集
簿
」
の
性
格
に
つ
い
て
比
較
的
明
確
に
論
及
し
た
諸
説

で
、
こ
れ
を
大
別
す
る
と
、

一
つ
は
上
計
簿
の
底
稿
も
し
く
は
副
本
説
、
他
の

一

つ
は
上
計
簿
作
成
の
た
め
の
資
料
説
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
筆

者
の
考
え
で
あ
る
が
、
私
見
で
は
こ
の

「
集
簿
」
は
東
海
郡
太
守
府
に
保
存
さ
れ

て
い
る
上
計
簿
を
墓
主
が
書
き
写
し
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
点
か
ら
す
る

と
前
記
の
副
本
説
に
属
す
る
が
、
但
し
筆
者
の
考
え
で
は
、
そ
れ
は
副
本
を
完
全

忠
実
に
写
し
た
も
の
で
は
な

い
、

と
見
る
。
理
由
は
、　

一
号
牘
の
中
央
上
段
に

「集
簿
」
と
の
み
書
か
れ
て
い
る
記
載
様
式
に
疑
問
を
抱
く
か
ら
で
あ
る
。
若
し

こ
れ
が
実
際
の
上
計
簿
そ
の
も
の
の
真
正
な
副
本
で
あ
る
な
ら
ば
、
木
牘
の
最
初

　
　
　
　
　
　
　
　
　

ヘ　　へ

に
た
と
え
ば

「東
海
郡
某
年
集
簿
」
の
ご
と
き
表
題
、
最
小
限
で
も
年
号
と
年
は

明
記
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
例
え
ば
六
号
牘
の
冒
頭
に

「武
庫
永
始
四
年

兵
車
器
集
簿
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
ご
と
く
で
あ
る
。

こ
れ
が
集
簿

の
表
題
の
正

2a
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式
な
記
載
様
式
で
あ
る
。

筆
者
は
、

右

の
よ
う
な
表
題
を
省
略
し

て
た
だ
単
に

「集
簿
」
と
の
み
記
し
て
い
る
点
を
重
視
し
て
、

一
号
牘
は
東
海
郡
の
某
年
の
上

計
簿

(副
本
)
を
、
簿
書
の
様
式
に
こ
だ
わ
ら
ず
要
点
を
書
き
写
し
た
も
の
だ
と

見
る
。
そ
し
て
書
ぎ
写
し
た
の
は
墓
主

で
あ
る
こ
と
は
、
墓
主
の
棺
の
中
か
ら
発

見
さ
れ
た
こ
と
と
全
体
が
草
書
体
で
書

か
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
官
文

書
に
草
書
体
が
用
い
ら
れ
る
の
は
正
式
な
文
書
で
は
な
く
、
写
し
か
控
え
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑫

と
い
う
の
は
藤
枝
晃
氏
の
説
で
あ
る
が
、
筆
者
も
同
じ
考
え
で
あ
る
。

　
さ
て

一
号
牘
の

「集
簿
」
が
た
と
い
要
点
だ
け
を
写
し
た
も
の
で
あ

っ
た
と
し

て
も
、
元
が
上
計
簿
の
副
本
だ
と
す
る
と
、

こ
の
資
料
は
極
め
て
貴
重
で
あ
る
。

　
周
知
の
ご
と
く
漢
代
で
は
、
地
方

の
郡
国
は
毎
年
、
た
だ
し
辺
郡
で
は
三
年
に

一
度
、
郡
国
内
の
衆
事
を
集
計
し
た
計
簿

を
中
央

へ
提
出
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け

ら
れ
て
い
た
。

こ
れ
を
上
計
と
い
う
。
集
計

の
年
度
は
毎
年
十
月
に
始
ま
り
翌
年

の
九
月
に
終
わ
る
。

こ
れ
は
歳
首
を
十
月
と
し
た
秦
の
制
度
を
受
け
継
い
だ
も
の

で
、
漢
で
は
太
初
暦
の
制
定
で
太
初
元
年

(前

一
〇
四
)
以
後
は
歳
首
は
正
月
と

改
め
ら
れ
た
が
、
集
計
す
る
年
度

つ
ま
り
会
計
年
度
は
従
来
の
ま
ま
で
あ

っ
た
。

筆
者
は
、

か
つ
て
漢
代

の
辺
境
居
延
か
ら
出
土
し
た
簡
牘
の
中
か
ら
簿
籍
に
関
係

す
る
簡
牘
を
整
理
し
、
集
計
方
法
に
つ
い
て

一
つ
の
推
測
を
行

っ
た
。
す
な
わ
ち

漢
代
辺
郡
の
軍
事
組
織
で
は
、
最
末
端
組
織
と
し
て
燧
が
あ
り
、
い
く

つ
か
の
燧

を
ま
と
め
る
部
が
あ
り
、
そ
の
上
に
候
官
が
あ
り
、
更
に
上
級
の
都
尉
府
が
統
轄

す
る
仕
組
み
に
な

っ
て
い
た
。

こ
の
統
治
系
列
の
中
で
候
官
の
遺
址
か
ら
出
土
し

た
簡
牘
を
分
析
し
て
検
討
を
し
た
結
果
、
所
轄
の
燧
や
部
で
作
成
さ
れ
る
簿
書
の

　
　
　
　
　
なま

も
と
と
な
る
生
の
記
録
は
全
部
候
官
に
月
書
簿

(毎
月
報
告
す
る
簿
書
)
或
い
は

四
時
簿

(
三
か
月
ご
と
に
報
告
す
る
簿
書
)
と
し
て
提
出
さ
れ
、
候
官
で
は
そ
れ

ら
を
整
理
し
集
計
し
た
上
で
都
尉
府
に
提
出
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
し

た
が

っ
て
軍
政
組
織
に
お
い
て
は
候
官
が
官
文
書
を
作
成
す
る
最
末
端
機
関
で
あ

っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
し
て
こ
の
方
式
を
内
郡
の
民
政
組
織
に
お
き
か

え
る
と
、
燧
は
言
う
な
れ
ば
里
で
あ
り
、
部
は
郷
、
候
官
は
県
に
相
当
す
る
と
こ

ろ
か
ら
、
県
は
所
轄
の
里
や
郷
で
作
成
す
る
全
て
の
簿
書
や
記
録

の
提

出

を
求

め
、
県
で
は
そ
れ
ら
の
資
料
を
随
時
に
整
理
集
計
し
て
郡
の
太
守
府
に
提
出
し
て

い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
推
測
し
た
。
こ
れ
ら

一
連
の
研
究
は
、
言
う
な
れ
ば
上
計

制
度

の
末
端
部
に
お
け
る
仕
組
み
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
し
か
し
な

が
ら
次

の
段
階
、
す
な
わ
ち
県
か
ら
提
出
さ
れ
た
集
計
簿
を
郡
で
は

一
体
ど
の
よ

う
に
整
理
集
計
し
、

い
か
な
る
項
目
が
、
い
か
な
る
様
式
で
中
央
に
報
告
さ
れ
た

か
に
つ
い
て
は
、
全
く
知
る
こ
と
が
な
か

っ
た
。
そ
れ
が
今
次
の
尹
湾
漢
墓
の
一

号
牘

「集
簿
」
に
よ

っ
て
始
め
て
知
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
前
節
で
列
挙

し
た

「集
簿
」

の
内
容

の
13
項
目
の
う
ち
、
た
と
え
ば
⑤
戸
口
の
数
、
⑥

の
侯
国

・
邑
居

・
園
田
等

の
面
積
、
⑦
宿
麦
の
植
え
付
け
面
積
、
⑧
男
子
と
女
子
の
各
人

数
、
⑨
八
〇
歳
以
上
と
六
歳
以
下
の
人
数

・
九
〇
歳
以
上
と
七
〇
歳
以
上
の
受
杖

者

の
人
数
、
⑩
春

の
桑
樹

の
植
え
付
け
面
積
、
⑪
春
季
の
詔
令
に
よ

っ
て
戸
を
形

成
せ
し
戸

日
の
数
、
⑫

一
歳
の
見
銭
の
出
納
の
総
額
、
⑬
二

歳
の
諸
穀
の
出
納

の

総
量
等
は
、
少
な
く
と
も
所
属
の
県

・
邑

・
侯
国
の
報
告
に
基
づ
い
て
集
計
さ
れ

た
も

の
で
あ
る
。
先
に
も
述
べ
た
ご
と
く

「
集
簿
」
の
中
に
は
、
上
計
簿
と
し
て

欠
落
し
て
い
る
項
目
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
が
、
た
と
い
欠
落
が
あ

っ
た

と
し
て
も

一
号
牘

「集
簿
」
の
発
見
に
よ

っ
て
郡
国
が
中
央
に
提
出
す
る
上
計
簿

の
概
略
を
知
り
得
た
こ
と
は
、
大
き
な
収
穫
で
あ
る
。　
「
集
簿
」

の
有
す
る
価
値

と
意
義

の
第

一
は
、
先
ず
こ
の
と
こ
ろ
に
あ
る
。

　
第

二
に
は
、
漢
代
に
お
け
る
簿
書
作
成
の
連
続
性
が

「集
簿
し

の
発
見
に
よ

っ

て
更
に
具
体
的
に
明
ら
か
に
な

っ
た
こ
と
で
あ
る
。
な
お
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
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窓史

西
川
利
文
氏
が

「
上
計
は
毎
年
行
わ
れ

る
行
政
成
果
の
報
告
で
あ
り
、
継
続
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

行
わ
れ
る
」
と
し
て
上
計

の
継
続
性
を
指
摘
し
て
い
る
が
、

こ
こ
で
は
上
計
簿
も

含
め
て

一
般
に
漢
代

の
簿
書
は
連
続
し
て
作
成
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
、
少
し
詳

し
く
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

　
簿
書
が
連
続
し
て
作
成
さ
れ
た
こ
と

を
示
す
史
料
と
し
て
従
来
か
ら
知
ら
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑮

い
る
も
の
に
、
居
延
旧
簡
中
の
永
元
の

「兵
釜
磑
簿
」
が
あ
る
。

こ
れ
は
後
漢

の

和
帝

の
永
元
年
間
に
広
地
候
官
に
所
属
す
る
南
部
候
長
が
所
轄

の
破
胡
燧
と
河
上

燧

の
兵
器
や
日
常
生
活
用
器
具
の
状
態

に
つ
い
て
広
地
候
官
に
報
告
す
る
形
を
と

っ
た
全
部
で
七
七
枚
か
ら
な
る
冊
書
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
簿
書
は
、

　
㈹
永
元
五
年

(九
三
)
六
月
の
月
言
簿

⑧
永
元
五
年

(九
三
)
七
月
の
月
言
簿

◎
永
元
六
年

(九
四
)
七
月
の
月
言
簿

◎
永
元
七
年

(九
五
)
正
月
か
ら
三
月
ま
で
の
四
時
簿

⑧
永
元
七
年

(九
五
)
四
月
か
ら
六
月
ま
で
の
四
時
簿

の
合
計
五
つ
の
簿
書
で
構
成
さ
れ
た
、
極

め
て
珍
し
い
冊
書
で
あ
る
。
い
ま
最
初

の
㈹
永
元
五
年
六
月
の
月
言
簿
を
引
用
す
る
と
、
次

の
通
り
で
あ
る
。

簡
1

・
広
地
南
部
言
、
永
元
五
年
六
月
官
兵
釜
磑
月
言
簿

簡
2
　
承
五
月
余
官
弩
二
張
、
箭
八
十
八
枚
、
釜

一
口
、
磑

二
合

簡
3

今
余
官
弩
二
張
、
箭
八
十
八
枚
、
釜

一
口
、
磴

二
合

簡
4
　
　
　
具
弩

一
張
、
力
四
石
、

木
関

　
簡
5
　
　
　
陥
堅
羊
頭
銅
鎭
箭
卅
八
枚

簡
6
　
　
　
故
釜

一
口
、
鋸
有
錮
、

口
呼
長
五
寸

簡
7
　
　
　
磑

一
合
、
上
蓋
欠
二
所
、

各
大
如
疎

　
簡
8
　

・
右
破
胡
燧
兵
物

　
簡
9
　
　

・
具
弩

一
張
、
力
四
石
、
五
木
破
、
故
繋
往
往
絶

　
簡
10
　
　
　
妄
矢
銅
銀
箭
五
十
枚

　
簡
11
　

　
　
磑

一
合
敝
、
蓋
不
任
用

　
簡
12
　

。
右
河
上
燧
兵
物

　
簡
13
　

。
凡
弩
二
張
、
箭
八
十
八
枚
、
釜

一
口
、
磴

二
合
、
毋
入
出

　
簡
14
　
永
元
五
年

六
月
壬
辰
朔

一
日
壬
辰
、
広
地
南
部

　
簡
15
　
候
長
信
、
叩
頭
死
罪
、
敢
言
之
。
謹
移
六
月
見
官
兵
物

　
簡
16
　
月
言
簿

一
編
。
叩
頭
死
罪
、
敢
言
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
二
八

・
一
　
図
五
七
〇
～
七
四

甲

一

　
要
点
を
述
べ
る
と
、
簡
1
は
こ
の
簿
書

の
表
題
で

「広
地
南
部
候
長
が
報
告
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

か
ま　
いし
うす

る
永
元
五
年
六
月

の
官
給

の
兵

(兵
器
)
と
釜
と
磑

(と
も
に
日
用
生

活
用

器

具
)
の

一
か
月

の
報
告
簿
」
と
記
す
。
こ
の
種
の
内
容
の
簿
書
は

一
般
に
は
守
御

器
簿
と
よ
ば
れ
て
い
る
。
辺
境
に
設
置
さ
れ
た
城
寨
に
お
け
る
守
備
の
た
め
に
必

要
な
器
具
、
備
品
類
を
登
録
し
た
簿
書

の
謂
で
あ
る
。
簡
2
で
は
、
五
月
す
な
わ

ち
前
月
か
ら
の
引
き
継
ぎ
分
を
記
入
し
、
簡
3
で
今
月
す
な
わ
ち
六
月
の
現
有

の

数
量
を
記
す
。
簡
4
～
簡
12
ま
で
は
そ
の
内
訳
で
、
具
体
的
に
は
簡
4
～
8
は
広

地
候
官
の
南
部
に
所
属
す
る
破
胡
燧

の
分
、
簡
9
～
簡
12
ま
で
は
同
じ
く
河
上
燧

の
分
で
あ
る
。
そ
し
て
簡
13
で
改
め
て
破
胡
燧
と
河
上
燧

の
器
物
を
総
計
し
た
上

で
、　

「毋
入
出

(
入
出
な
し
)
」
と
し
て
前
月
と
全
く
異
同
の
な

い
こ
と
を
記
し

て
簿
書
を
締
め
括

っ
て
い
る
。
次

の
簡
14
、
15
、
16
の
3
枚
は
、
簡
1
～
簡
13
ま

で
の

「永
元
五
年
六
月
官
兵
釜
磑
月
言
簿
」

の
送
り
状
で
、
内
容
は

「永
元
五
年

六
月
、
壬
辰
の
日
が
朔
日
で
そ
の
壬
申
の
日
に
、
広
地
南
部
候
長

の
信
が
上
申
い

た
し
ま
す
。
こ
こ
に
謹
ん
で
六
月
の
現
有

の
官
給

の
兵
器
と
備
品
の

一
か
月
の
報

告
簿

一
通
を
送
付
い
た
し
ま
す
。
以
上
、
上
申
い
た
し
ま
す
」
と
あ
る
。
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と
こ
ろ
で
右
の
簿
書
で
注
意
す
べ
き
点

は
、
簡
2
の

「承
五
月
余
官
弩
二
張
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

や

箭
八
十
八
枚
、
釜

一
口
、
磑
二
合

(
五
月

に
余
せ
る
官
弩

二
張
、
箭
八
十
八
枚
、

　
　
　
　
　
　
　
　
サつ

釜

一
口
、
磑

二
合
を
承
け
る
)」
と
い
う

一
条
で
あ

る
。
先

の
解
説
で
は
前
月
す

な
わ
ち
五
月
か
ら
の
引
き
継
ぎ
分
と
し

て
説
明
し
た
が
、
実
際
は
直
前
の
月
に
当

た
る
五
月
の
守
御
器
物

の
員
数
を
踏
ま
え
て
次
の
簡
3
の

「今
、
官
弩

二
張
、
箭

八
十
八
枚
、
釜

一
ロ
、
皚

二
合
を
余
ま
す
」
と
し
て
当
該
月
で
あ
る
六
月

の
員
数

を
報
告
し
、
こ
の
こ
と
を
簡
13
で
再
確
認
し
た
上
で

「毋
入
出
」
と
締
め
括

っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
簡
2
に
見
え
る

「
承
」
の
字

こ
そ
、
簿
書
が
連
続

し
て
作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
端
的
に
示
す
文
字
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

こ
れ
は
永
元
の
所
謂

「
兵
釜
皚
簿
」

の
冊
書
中
の
④
永
元
五
年
六
月

の
月
言
簿

を
例
と
し
て
取
り
上
げ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
他
の
四
つ
の
簿
書
に
つ
い
て
も
こ
れ

と
全
く
同
様
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
㈲
永

元
五
年
七
月
の
月
言
簿
で
は

「承
六
月
」

と
あ
り
、
◎
永
元
六
年
七
月

の
月
言
簿

で
は

「承
六
月
」
と
あ

っ
て
、

い
ず
れ
も

前
月
の
員
数
を
踏
ま
え
て
報
告
が
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
◎
永
元
七
月
正
月
か
ら

三
月
ま
で
の
四
時
簿
で
は

「承
六
年
十

二
月
」
と
あ
り
、
⑨
永
元
七
年
四
月
か
ら

七
月
ま
で
の
四
時
簿
で
は

「
承
三
月
」

の
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
前

の
三
か
月

の
最

終
月

の
員
数
を
踏
ま
え
て
報
告
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
当

時

の
簿
書
の
作
成
は
常
に
直
前
の
報
告

を
踏
ま
え
、
か
つ
そ
れ
を
継
承
す
る
形
で

作
成
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
に
簿
書
作
成
の

一
貫
し
た

連
続
性
を
見
出
す

の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
従
来
は
、
簿
書
作
成
の
連
続
性
を

知
る
材
料
は
こ
の
永
元
の

「兵
釜
磑
簿
」
の
み
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
孤
証
を
免

れ
な
か

っ
た
が
、
今
次
の

「集
簿
」

の
発
見
に
よ

っ
て
、
そ
れ
が
実
証
さ
れ
る
こ

と
に
な

っ
た
。

そ
れ
は
他
で
も
な
い

「
集
簿
」

の
中
に
見
え
る

「如
前
」

と
か

「多
前
し
と
い

っ
た
文
言
の
あ
る
こ
と

で
あ
る
。
こ
の

「前
」
と
い
う
の
は
、
前

節
で
も
述
べ
て
お
い
た
よ
う
に
前
年
度

の
簿
書
を
指
し
、　
「集
簿
」
に
お
い
て
は

前
年
度
の
簿
書
の
記
載
と
対
比
し
て
、

異
同
が
な
け
れ
ば

「如
前
」、

前
年
度
よ

り
も
多
い
場
合
に
は

「多
前
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、　
「集
簿
」
は
前

年
度
の
簿
書
を
踏
ま
え
て
作
成
さ
れ
た
も

の
で
あ

る

こ
と

を
明
白
に
示
し
て
お

り
、
こ
こ
に
も
簿
書
作
成

の
連
続
性
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
漢
代
に
お
け
る
簿
書

の
作
成
は
、
官
庁
や
機
関
の
大
小
や
上
下
を
問
わ
ず
常

に
前
年
度
も
し
く
は
前
回
に
作
成
し
た
簿
書
を
踏
ま
え
て
連
続
し
て
作
成
さ
れ
る

も
の
で
あ

っ
た
。

　

「集
簿
」
の
有
す
る
史
料
的
価
値
は
こ
の
よ
う
に
非
常
に
大
き
い
も

の
が
あ
る

が
、

で
は

「集
簿
」
に
全
く
問
題
が
な
い
か
と
い
え
ば
、

決
し
て
そ
う

で
は
な

い
。
そ
れ
は
何
か
と
い
え
ば
、
た
と
え
ば

「
集
簿
」
中
に
見
え
る

「如
前
し
と
か

「多
前
」
と
い

っ
た
文
言
の
記
入
項
目
の
問
題
が
あ
る
。
今
、　
「集
簿
」
を
見
る

と
、　

「如
前
」
と
し
て
前
年
度
と
全
く
異
同
の
な
か
っ
た
の
は
第
3
行

の
亭
と
亭

卒

・
郵
と
郵
人
の
項
目
、
第
4
行
の
東
海
郡
の
境
域
、
第

12
行

の
東
海
郡
の
提
封

の
三
項
目
で
あ
る
。
ま
た

「多
前
」
と
し
て
前
年
度
の
数
値
よ
り
増
加
し
た
も
の

と
し
て
は
、
第
10
行

の
東
海
郡
の
戸
数
、
第
14
行
の
宿
麦
の
植
え
付
け
面
積
、
第

15
行
の
東
海
郡
に
お
け
る
女
子
の
人
数
、
第
17
行
の
九
〇
歳
以
上
と
七
〇
歳
以
上

の
受
杖
者
の
人
数
、
そ
し
て
第
18
行
の
春
に
植
え
る
桑
樹
の
面
積
の
五
項
目
で
、

両
者
併
せ
て
八
項
目
で
あ
る
。
で
は
残
る

一
四
項
目
は
、

一
体
ど
う
で
あ

っ
た
の

か
と
い
う
疑
問
が
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
生
じ
て
く
る
。
今
、
仮
に
無
記
入
の
項

目
を
前
年
度
よ
り
減
少
し
た
も
の
と
し
て
扱

っ
て
よ
い
か
と
い
う
と
、
決
し
て
そ

う
で
は
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、
た
と
え
ば
第
10
行
で
戸
数
が
増
加
し
て
い
る
が
、

戸
数
の
増
加
は
第

11
行

の
口
数

の
増
加
に
つ
な
が
る
は
ず
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
そ
こ
に
は
何
の
記
載
も
な
い
。
ま
た
戸
数
や
口
数
の
増
加
や
宿
麦
の
増
加
は

23



窓史

当
然
銭
穀
の
増
加
に
も
関
係
す
る
は
ず

で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
何
の
言
及

も
な
い
。
更
に
言
え
ば
、
県

・
邑

・
侯
国

の
数
と
か
、
郷
や
里
の
数
、
吏
員
の
数

な
ど
前
年
度
と
比
べ
て
変
更
が
あ
る
と
も
思
え
な
い
が

「如
前
」
の
記
載
も
見
え

ず
、
僅
か
に
亭

・
郵
の
数
、
境
域
、
提

封
の
三
項
目
に
の
み

「如
前
」
と
記
し
て

い
る
だ
け
で
あ
る
、
等
々
の
疑
問
で
あ

る
。

一
体
、
何

の
目
的
で
、
ま
た
何
を
規

準
に
特
定
の
項
目
に
の
み

「如
前
」
と

か

「多
前
」
と
記
入
し
た
の
か
。
こ
の
こ

と
に
つ
い
て
高
恒
氏
は
、　
「如
前
」
　
「
多
前
」
は
東
海
郡

の
一
年
間
の
進
歩
の
情

況
を
顕
示
し
た
も
の
で
、

こ
の
よ
う
な
簡
潔
に
し
て
明
確
な
表
現
は
行
政
文
書
を

作
成
す
る
際
の
筆
法
だ
と
す
る
。
す
な
わ
ち
宿
麦
と
桑
樹

の
植
え
付
け
面
積
の
拡

大
は
政
府
の
奨
励
す
る
勧
農
桑
政
策
に
合
致
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
女
子
の
入

口
増
加
は
政
府
の
人
口
増
大
政
策
に
叶

い
、
ま
た
老
齢
者

の
増
加
は
政
府
の
老
人

を
労
り
か
つ
尊
敬
す
る
政
策
の
実
行
で
あ
る
。
ま
た
戸
数

の
増
加
、
殊
に
そ
れ
が

獲
流
に
よ
る
戸
数
の
増
加
で
あ

っ
た
こ
と
は
、
流
民
対
策
が
当
時
の
政
府
の
か
か

え
る
重
大
な
政
治
問
題
で
あ

っ
た
だ
け
に
大
き
な
功
績
で
あ

っ
た
に
相
違
な
い
。

そ
も
そ
も
地
方
の
郡
国
か
ら
中
央
に
報
告
す
る
上
計
簿
は
、
既
に
見
て
き
た
よ
う

に
郡
国
内
の
行
政
を
は
じ
め
と
す
る
社
会
、
経
済
等
を
数
字
で
示
す
だ
け
で
あ

っ

て
、
そ
こ
に
は
郡
国
の
統
治
責
任
者
で
あ
る
郡
太
守
や
国
相

の
功
績
を
述
べ
る
余

地
は
全
く
な
い
。
そ
こ
で
数
字
の
中
に

「如
前
」
と
か

「多
前
」
と
い

っ
た
表
現

を
挿
入
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
郡
太
守
や
国
相

の
功
績
を
顕
示
す
る
と
い
う
高
恒
氏

の
説
は
、
首
肯
で
き
る
説
で
あ
る
。

こ
れ
で
全
て
が
解
決
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い

が
、
こ
こ
の
と
こ
ろ
は
取
り
敢
え
ず
高
恒
氏
の
説
に
従

っ
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

三
　
墓
主
と
官
文
書
木
牘

最
後
に
尹
湾
六
号
漢
墓
出
土
の
六
枚

の
官
文
書
木
牘

の
相
互
の
関
係
、
並
び
に

墓
主
と
こ
れ
ら
の
木
牘
と
の
関
係
、
更
に
は
何
故
官
文
書
が
墓
主
の
棺
の
中
に
副

葬
さ
れ
た
の
か
、
と
い
っ
た
問
題
に
つ
い
て
筆
者
な
り
に
推
論
を
し
て
み
た
い
。

　
今
、

一
号
牘
か
ら
六
号
牘
ま
で
の
六
枚

の
木
牘
を
並
べ
て
比
較
す
る
と
、

一
号

牘
の

「集
簿
」
と
他
の
五
枚
の
木
牘
の
間
に
は
歴
然
た
る
相
違
の
あ
る
こ
と
に
気

づ
く
。
そ
の

一
つ
は
書
体
で
あ
る
。

一
号
牘

の

「集
簿
」
は
表
題
の
集
簿
だ
け
は

隷
書
の
正
体
で
書
か
れ
て
い
る
が
、
本
文
は
全
て
草
書
体
で
書
か
れ
て
い
る
。

こ

れ
に
た
い
し
て
二
号
牘
～
六
号
牘
ま
で
は
全
部
が
隷
書
の
正
体

で
書

か
れ

て

い

る
。
こ
こ
に

一
つ
の
大
き
な
相
違
が
あ
る
。
二
つ
に
は
木
牘
の
形
状
で
あ
る
。
木

牘

の
大
き
さ
に
つ
い
て
は
六
枚
と
も
殆
ど
変
り
は
な
い
が
、

一
号
牘
の

「
集
簿
」

を
注
意
し
て
観
察
す
る
と
、
正
面
の
場
合
、
向
か

っ
て
左
側
の
下
方
に
二
か
所

の

半
円
形
の
く
り
ぬ
き
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
木
牘
の
形
の
欠
損
と
い
う
点

で
は
、
二
号
牘
は
左
上
方
と
下
方

の
一
部
を
欠
き
、
三
号
牘
は
上
下
で
切
断
が
あ

り
、
ま
た
五
号
牘
は
上
端
部
分
と
左
下
方
を
欠
い
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
は
、

い
ず
れ
も
人
為
的
な
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
。
こ
れ
に
た
い
し
て

一
号
牘
に
見
ら

れ
る
く
り
抜
き
は
自
然
に
生
じ
た
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
筆
者
の
主
観
的

な
判
断
で
は
あ
る
が
、
人
為
的
に
く
り
抜

い
た
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
。

こ
れ

を
換
言
す
る
な
ら
ば
、

一
号
牘
は
二
次
加
工
し
て
他
の
用
途
に
使
用
さ
れ
た
の
で

は
な
い
か
と
い
う
疑
問
さ
え
抱
か
せ
る
の
で
あ
る
。
若
し
そ
う
で
あ
る
と
し
た
な

ら
ば
、
こ
れ
は
た
だ
単
な
る
木
牘
の
形
状
の
相
違
と
い
う
よ
り
も
、

一
号
牘
と
他

の
木
牘
と
の
間
に
お
け
る
価
値
観
の
相
違
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
先
に
筆
者
は
、

一
号
牘
の

「
集
簿
」
は
墓
主
が
上
計
用
の
集
簿
の
副
本
か
ら
自

ら
要
点
を
書
写
し
た
も
の
だ
と
推
測
し
た
。
そ
の
主
た
る
根
拠
と
し
て
は
右
に
挙

げ
た
相
違
点
の
第

一
、
す
な
わ
ち
本
文
が
草
書
体
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ

っ

た
。
加
え
て
簿
書
の
作
成
の
年
を
欠
く
な
ど
、
正
式
な
簿
書
と
し
て
の
様
式
を
備
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え
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
れ
に
た
い
し
て
隷
書
の
正
体
で
書
か
れ
て
い

る
二
号
牘
以
下
、
六
号
牘
を
除
く
、
五
号
牘
ま
で
の
四
枚
は
、
墓
主
自
身
の
作
成

に
か
か
る
底
稿
か
副
本
で
あ
ろ
う
と
推
測
す
る
。
理
由
と
し
て
は
先
ず

何

よ
り

も
、
墓
主
が
東
海
郡
の
功
曹
と
い
う
役
職
に
つ
い
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
功
曹
は

人
事
を
担
当
す
る
郡
の
要
職
で
あ
る
。

二
号
牘

の

「東
海
郡
吏
員
簿
」、

三
号
牘

と
四
号
牘
の

「東
海
郡
下
轄
長
吏
名
籍
」
、

五
号
牘
の

「東
海
郡
下
轄
長
吏
不
在

署
、

未
到
官
者
名
籍
」
、　

「
東
海
郡
属
吏
設
置
簿
」
は
、

い
ず
れ
も
郡
の
功
曹
た

る
墓
主
の
ま
さ
し
く
本
務
に
か
か
わ
る
内
容
で
あ
る
。
し
か
も
こ
れ
ら
の
簿
書
が

墓
主
の
手
に
よ

っ
て
作
成
さ
れ
た
こ
と
を
傍
証
す
る
も
の
と
し
て
、
墓
主
の
棺
中

か
ら
発
見
さ
れ
た
筆
の
存
在
が
あ
る
。
先

に

『
報
告
書
』
で
、

こ
の
よ
う
な
筆
で

あ
れ
ば
こ
そ
長
さ
二
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
幅
七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
木
牘
上
に

正
背
両
面
併
せ
て
三
千
四
百
字
に
も
及
ぶ
文
字
を
書
く
こ
と
が
可
能
で
あ

っ
た
、

と
言

っ
て
い
る
の
は
注
目
に
値
い
す
る
と
述
べ
た
。
右
の
理
由
か
ら
、
筆
者
は
二

号
牘
か
ら
五
号
牘
ま
で
の
四
枚
は
墓
主
自

ら
の
手
で
作
成
し
た
簿
書
で
あ
る
と
見

る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
簿
書
は
上
計
用
の
集
簿
の
、
言
う
な
れ
ば
詳
細
な
内
容
に

相
当
す
る
も
の
で
あ
り
、
上
計
簿
と
と
も

に
中
央
に
提
出
さ
れ

る
も

の
で
あ

っ

た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
第

二
章
の
第

一
節
、　
「
集
簿
」

の
内
容

の
う
ち
第
8
行

の
解
説
の
中
で
詳
し
く
述
べ
て
お
い
た
通
り

で
あ

る

(
本
文
の
16
頁
)
。
そ
こ
で

更
に
推
測
を
逞
し
く
す
る
な
ら
ば
、
墓
主

は
或
る
時
期
、
そ
れ
は
多
分
に
墓
主
が

功
曹
に
任
ぜ
ら
れ
た
元
延
二
年
十
月
以
降

の
早
い
時
期
と
考
え
ら
れ
る
が
、
二
号

牘
か
ら
五
号
牘
の
如
き
様
式
の
簿
書
を
作
成
す
る
必
要
か
ら
上
計
用
の
集
簿
の
写

し
が
必
要
と
な
り
、
そ
こ
で
自
ら
郡
の
副
本
か
ら
書
写
し
、
参
考
と
し
て
手
許
に

置
い
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。　
一
号
牘
の

「集
簿
」
が
書
写
さ
れ
た
理
由
を

こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、　
「集
簿
」
と
二
号
牘
か
ら
五
号
牘
ま
で
の
簿
書
と

は
必
ず
し
も
同

一
年
度

の
簿
書
と
し
て
扱
う
必
要
は
な
く
、
両
者
の
間
に
数
字

の

上
で
の
不

一
致
が
あ

っ
た
と
し
て
も
、

一
向
に
問
題
で
は
な
く
な
る
。
か
つ
ま
た

既
成
の
副
本
を
単
に
書
写
し
た

一
号
牘
と
、
自
ら
が
作
成
し
た
ご
号
牘
か
ら
五
号

牘
ま
で
の
四
枚
の
木
牘
と
を
対
比
す
る
と
き
、
両
者

の
間
に
自
ず
か
ら
価
値
観
に

相
違
が
生
ず
る
の
も
理
解
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
但
し
、
今
ま
で
保
留
し

て
き
た
六
号
牘
の

「武
庫
永
始
四
年
兵
車
器
集
簿
」
は
同
じ
官
文
書
で
は
あ
る
が

他
の
簿
書
と
は
内
容
や
性
格
を
異
に
す
る
。
す
な
わ
ち
第

二
章

の
第

二
節
で
も
述

べ
た
よ
う
に

(
本
文
の
20
頁
)
、

六
号
牘
は
正
式
な
集
簿

の
様
式
を
備
え
た
簿
書

で
あ
る
が
、
墓
主
の
功
曹
の
職
掌
と
は
殆
ど
関
係

の
な
い
内
容
で
あ
る
。
ま
た
筆

跡
も
同
じ
隷
書
の
正
体
で
は
あ
る
が

二
号
牘
～
四
号
牘

の
筆
跡
と
は
異
な
る
と
見

る
。
し
た
が

っ
て
私
見
で
は
、
墓
主
が
何
ら
か
の
事
清
で
入
手
し
た
副
本
の
類
だ

　
　
　
　

⑳

と
推
察
す
る
。

　
以
上
、
六
枚
の
官
文
書
木
牘

の
関
係
並
び
に
木
牘
と
墓
主
と
の
関
係
に
つ
い
て

推
測
的
私
見
を
述
べ
て
き
た
。
で
は
何
故
こ
の
よ
う
な
官
文
書
が
個
人
の
墓
中
に

副
葬
さ
れ
た
の
か
、
と

い
う
問
題
が
最
後
に
残
る
。
官
文
書
が
個
人
の
墓
中
か
ら

発
見
さ
れ
た
こ
と
で
最
初
に
問
題
に
な

っ
た
の
は
、
湖
北
省
江
陵
県
鳳
凰
山
十
号

漢
墓
か
ら
出
土
し
た
簡
牘
で
あ
る
。
墓
主
は
里
正
の
張
偃
で
あ
り
、
簡
牘
中
に
は

算
銭
の
徴
収
簿
な
ど
官
文
書
と
み
ら
れ
る
も
の
が
含
ま
れ
て
い
た
。
拙
論
で
は
、

こ
れ
は
里
正
の
控
え
で
あ
る
と
の
考
え
を
示
し
て
お
い
た
が
、
今
次

の
尹
湾
六
号

漢
墓

の
場
合
は
墓
主
は
郡
の
功
曹
の
師
饒
で
あ
り
、
し
か
も
簡
牘

の
内
容
は
既
に

見
て
き
た
よ
う
に
東
海
郡
の
上
計
に
深
く
か
か
わ
る
簿
書
で
あ
る
。
到
底
、
里
正

の
張
偃
の
比
で
は
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
紀
安
諾
氏
が
詳
細
に
検
討
を
加
え

　
　

⑲

て
い
る
。
し
か
し
紀
安
諾
氏
の
場
合
、

こ
れ
が
明
器
の
一
種
か
、
ま
た
は
正
真
の

官
文
書
か
と

い
う
こ
と
に
集
中
し
、
結
論
と
し
て
明
器
説
を
否
定
し
て
官
文
書
説
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に
落
着

い
て
い
る
が
、
で
は
官
文
書
が
何
故
個
人
の
墓
中
に
副
葬
さ
れ
得
た
の
か

と
い
う
理
由
に
つ
い
て
は
論
及
さ
れ
て
い
な
い
。
筆
者

の
見
解
は
既
に
述
べ
て
き

た
と
こ
ろ
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
明
器
説
で
は
な
く
そ
れ
が
写
し
や
控
え
で
あ

っ
た
と
し
て
も
実
体
は
官
文
書
そ
の
も
の
と
い
う
説
で
あ
る
。
そ
こ
で
改
め
て
官

文
書
が
何
故
副
葬
さ
れ
た
か
を
考
え
る
に
当
た

っ
て
、

一
つ
の
仮
説
を
立
て
て
み

た
い
。
そ
れ
は
墓
主
師
饒
が
晩
年
に
病
気
を
患
い
、
自
宅
で
執
務
を
し
て
い
た
と

い
う
仮
説
で
あ
る
。
墓
主
が
病
気
を
患

っ
て
い
た
こ
と
は
、
次
の
名
謁
の
木
牘
で

知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
A
　
進

　
　
　
師
君
兄
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
(
二
〇
号
木
牘
正
面
)

　
　
　
容
丘
侯
謹
使
吏
奉
謁
再
拝

　
　
　
問

　
　
　
疾
　
　

　
　

　
　

　
　
　

　

　

　
　

　
　

　
(
同
背
面
)

　
B
　
進

　
　
　
師
君
兄
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
二

一
号
木
牘
正
面
)

　
　
　
良
成
侯
顛
謹
使
吏
奉
謁
再
拝

　
　
　
問

　
　
　
疾
　

　
　

　
　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　
　
(
同
背
面
)

　

A
は
東
海
郡
下
の
容
丘
侯
が
吏
を
遣
わ
し
て
墓
主
師
饒
の
病
気
見
舞
を
さ
せ
た

際
の
名
謁
、
B
も
同
じ
く
良
成
侯
が
吏
を
派
遣
し
て
病
気
見
舞
を
さ
せ
た
際

の
名

謁
で
あ
る
。
墓
主
師
饒
の
享
年
が
不
明
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
罹
病
し
た
と
き
の
年

齢
も
不
明
で
あ
る
が
、
若
し
そ
れ
が
功
曹
在
任
中
で
あ
れ
ば
自
宅
で
執
務
を
し
て

い
た
と
考
え
る
こ
と
も
、
あ
な
が
ち
可
能
性
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
し
て
健

康
が
回
復
す
る
こ
と
な
く
病
死
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
彼
が
書
写
し
た
り
自
ら
作

成
し
た
官
文
書
を
棺

の
中
に
納
め
る
こ
と
は
決
し
て
不
可
能
な
こ
と
で
は
な
か

っ

た
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
は
あ
く
ま
で
も

一
つ
の
仮
説
で
あ
る
。
し
か
し
そ
こ
ま
で
深

刻
に
考
え
る
必
要
は
、
或
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
と
も
思
う
。
勿
論
、
漢
代
の

官
文
書
は
重
要
で
あ
り
、
そ
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
は
慎
重
、
か
つ
厳
重
に
管
理

さ
れ
た
こ
と
は
疑

い
な
い
が
、
し
か
し
同
時
に
そ
の
よ
う
な
重
要
な
官
文
書
が
廃

棄
さ
れ
て
い
る
事
実
も
、
居
延
や
敦
煌
出
土
簡
に
よ

っ
て
判
明
し
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
最
高

の
官
文
書
で
あ
る
詔
書
に
お
い
て
す
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
簿
書
作
成
者
が
副
本
を

つ
く
り
、
そ
れ
が
棺

の

中
に
納
め
ら
れ
た
と
し
て
も
必
ず
し
も
責
め
ら
れ
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
敢
て
希
望
的
私
見
を
述
べ
る
な
ら
ば
、
む
し
ろ
尹
湾
六
号
漢
墓
を

一
つ
の
新
し
い
事
例
と
し
て
、
今
後

こ
の
種

の
官
文
書
が
墓
中
か
ら
発
見
さ
れ
る

事
例
の
増
加
す
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
な
お
墓
中
に
こ
の
よ
う
な
官
文
書
を
副
葬
す
る
意
図
は
、
多
く
の
研
究
者
が
指

摘
す
る
よ
う
に
、
墓
主
が
来
世
に
お
い
て
も
生
前
と
同
様
に
自
ら
の
職
務
を
遂
行

す
る
も
の
と
考
え
、
か
つ
そ
れ
を
願

っ
て
の
こ
と
に
他
な
ら
な
か

っ
た
。
た
と
え

ば
冨
谷
至
氏
は
墓
中
か
ら
出
土
す
る
書
籍

の
中
に
兵
法
書
、
占

い
書
、
暦
そ
し
て

医
学
書
な
ど
実
用
書
の
多
い
こ
と
に
注
目
し
、

こ
れ
ら
の
実
用
書
が
副
葬
さ
れ
て

い
る
こ
と
は
死
者
が
死
後
の
世
界
で
使
用
す
る
た
め
に
入
れ
ら
れ
た
も

の
だ
と
推

　
　
　
　

　

測
し
て
い
る
。
死
者
は
死
後
の
世
界
、
い
わ
ゆ
る
来
世
に
お
い
て
永
遠
に
生
き

つ

づ
け
る
。
副
葬
晶
は
、
そ
う
し
た
死
者
が
永
遠
に
使
用
す
る
た
め
に
墓
申
に
入
れ

ら
れ
た
品
じ
な
で
あ

っ
た
。
こ
の
よ
う
な
考
え
が
既
に
殷
周
時
代
に
お
い
て
見
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ゆ

れ
る
こ
と
は
、
林
巳
奈
夫
氏
が
明
確
に
論
証
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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∫
蘯

駐韓

江蘇尹湾漢墓出土簡についての考察

む

す

び

　
以
上
、
本
論
文
で
は

一
九
九
三
年
に
発
見
さ
れ
た
尹
湾
六
号
漢

墓

を
取

り
上

げ
、
先
ず
発
見
の
経
過
、
墓
葬
の
形
制

と
副
葬
品
、
出
土
簡
牘
、
墓
主
と
墓
葬

の

年
代
等
に
つ
い
て
概
略
を
述
べ
、

つ
い
で
六
枚
の
官
文
書
に
関
わ
る
木
牘
の
う
ち

特
に

一
号
牘

の

「集
簿
」
に
つ
い
て
、

そ
の
内
容
、
性
格
お
よ
び
特
徴
等
に
つ
い

て
考
察
し
、
更
に
六
枚
の
官
文
書
と
墓
主
と
の
関
係
等
に
つ
い
て
推
測
を
ま
じ
え

な
が
ら
考
察
を
行

っ
て
き
た
。
尹
湾
六
号
漢
墓
出
土

の
簡
牘
は
現
在
、
中
国
、
台

湾
、
日
本

の
主
と
し
て
中
国
古
代
を
研
究
対
象
と
す
る
多
数
の
研
究
者
が
取
り
組

ん
で
い
る
、
最
も
ホ
ッ
ト
な
第

一
等
資
料
で
あ
る
。
本
論
文
で
は
、
そ
れ
ら
の
優

れ
た
先
行
研
究
に
導
か
れ
、
問
題
点
を
残
し
な
が
ら
も
大
胆
な
私
見
を
述
べ
て
き

た
。
今
後
、
こ
の
方
面
の
研
究
の

一
つ
の
た
た
き
台
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

　
な
お
本
論
文
は
、
尹
湾
漢
墓
簡
牘
の
中
で
も
特
に

一
号
牘

「集
簿
」
を
中
心
に

据
え
て
考
察
し
た
も
の
で
あ
り
、
他
の
簡
牘
に
つ
い
て
は
殆
ど

論
及

し

て

い
な

い
。
そ
こ
で
本
論
文

の
右

の
よ
う
な
不
備
を
補
い
、
か
つ
ま
た
研
究
者
の
便
宜
を

は
か
る
目
的
か
ら
、

一
九
九
九
年
九
月
末
日
を
区
切
り
と
し
て
申
国
、
台
湾
、
日

本
で
出
版
さ
れ
た

「
尹
湾
漢
墓
簡
牘
関
係
文
献
目
録
」
を
論
文
末
に
附
載
す
る
こ

と
に
し
た
。

こ
の
目
録

の
作
成
に
当
た

っ
て
は
、
西
川
利
文
氏
か
ら
多
大
な
協
力

と
助
言
を
う
け
た
。
こ
こ
に
記
し
て
西
川
利
文
氏
に
た
い
し
て
感
謝

の
意
を
表
す

る
次
第
で
あ
る
。
但
し
、
目
録
中
に
遺
漏
や
誤
り
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
全
て
筆

者
の
責
任
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も

な
い
。

注①

本
論
文
末
に
附
載
し
た
尹
湾
漢
墓
簡
牘
関
係
文
献
目
録
を
参
照
。

②

『報
告
書
』
に
掲
載
の
尹
湾
漢
墓
六
号
墓
平
面
図
中
の

「36
竹
簡
」
と
あ
る
の
は
、

　

「
36
竹
箪
」

の
誤

り
で
あ

る
。

③

林
巳
奈
夫

『
中
国
古
玉

器

総

説
』

(
吉
川
弘
文
館

、

一
九
九
九
年

一
月
)

の
第
二

　
部
、
四
五
四
頁

の

「
温
明
し
の
項

を
参
照
。
な
お

『
報
告
書
』
の
発

掘
報
告

で
は
、
面

　
罩

は
足
廂
か
ら
発
見
さ
れ
た

こ
と
に
な

っ
て
い
る
が

、
こ
れ
は
男
性

の
棺
内

で
頭

の
下

　

か
ら
発
見
さ
れ
た
。

④

中
国
出
土
の
筆

に

つ
い

て

は
、

西
林
昭

一
編
著

『
ヴ
ィ
ジ

ュ
ア
ル
書
芸
術
全
集
』

　

(
雄
山
閣
、

一
九
九
三
年
)
第
十
巻

「
文
房
具
」

の
中

で
取
り
上
げ

ら
れ
、
詳
細

に
考

　
察

の
結
果
が
述
べ
ら
れ

て
い
る
。

⑤

居
延
漢
簡
中
に
も

、
吏
が
現
金
を
持

っ
て
物

資
の
買
付
け

に
出
か
け
た
現
金
出
納
簿

　

の
簿
録
が
残

っ
て
い
る
。
拙
著

『居
延
漢
簡

の
研
究
』
　
(
同
朋
舎
、

一
九
八
九
年
)
四

　

八
四
頁

を
参
照
。

⑥

大
庭
脩

「
漢
代
宮
吏

の
勤
務
と
休
暇
」

(
同
氏

『秦

漢
法
制
史

の
研
究
』
所
収
、
創

　
文
社

、

一
九
八

二
年
)

を
参
照
。

⑦

邪
義
田

「尹
湾
漢
墓
木
牘
文
書
的
名
称
和
性
質
ー

江
蘇
東
海
県
尹
湾
漢
墓
出
土
簡

　
牘
読
記
之
一
l

」　
『大
陸
雑
誌
』
九
五
i
三
、
一
九
九
七
年
。

⑧

古
文
献
研
究
所

・
社
会
科
学
院
歴
史
研
究
所

・
甘
粛
省
考
古
研
究
所

・
甘
粛
省
博
物

　
館
等

の
編

に
な
る

『居
延
新
簡
』
(文
物

出
版
社
、

一
九
九
〇
年
)

の
簡
番
号
を
指
す
。

⑨
　
注
⑦

に
同
じ
。

⑩

記

に

つ
い
て
は
鵜

飼
昌
男

「
居
延
漢
簡

に
み
え

る
文
書

の
逓
伝

に

つ

い
て
」

(
『
史

　
泉

』
六
〇

、

一
九
八
四
年
)
を
参
照
。
ま
た
最
近

の
李
均
明

・
劉
軍
共
著

『
簡
牘
文
書

　

学
』
　
(
広

西
教
育
出
版
社

、

一
九
九
九
年
)

の
第
九
章
、
第

三
節

に
も
取
り
上
げ

て
論

　

述
さ
れ
て

い
る
。

⑪

裘
錫
圭

「《
神
鳥
賦
》
初
探
」

(『
文
物
』

一
九
九

七
年

一
期
)
を
参
照
。

⑫

謝
桂
華

「
尹
湾
漢
墓
新
出

《
集
簿
》
考
述
」

『
中
国
史
研
究
』

一
九
九
七
年

二
期
。

　

後

に

『
綜
論
』
中

の
同
氏

「
尹
湾
漢
墓
所
見
東
海
郡
行
政
文
書
考
述
し

の
前
半
部
分
に

　

再
録
。

⑬

高
敏

「《
集
簿
》
的
釈
読

・
質
疑
与
意

義

探

討
ー
1
読
尹
湾
漢
簡
札
記
之

二
」

『
史

　

学
月
刊
』

一
九
九
七
年

五
期
。

⑭

高
恒

「漢
代
上
計
制
度
論
考
-

兼
評
尹
湾
漢
墓
木
牘

《集
簿
》」

『
尹
湾
漢
墓
簡

　

牘
綜
論
』
所
収
。

⑮

周
振
鶴
「西
漢
地
方
行
政
制
度
的
典
型
実
例
i

読
尹
湾
六
号
漢
墓
出
土
木
牘
ー
1
」
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窓史

　

(
『
学
術
月
刊
』

一
九
九
七
年

五
期
)
を
参
照
。

⑯

西
川
利
文

「漢
代
に
お
け
る
郡
県
の
構
造
に
つ
い
て
ー

尹
湾
漢
墓
簡
牘
を
手
が
か

　
り
と
し
て
ー

」　
『文
学
部
論
集
』　
(仏
教
大
学
文
学
部
)
八
一
、
一
九
九
七
年
。

⑰

注
⑮
に
同
じ
。

⑱

趙
翼

『廿
二
史
剳
記
』
巻
二
の

「三
老
孝
悌
力
田
皆
郷
官
名
」
の
項
を
参
照
。

⑲

紀
安
諾

「尹
湾
新
出
土
行
政
文
書
的
性
質
与
漢
代
地
方
行
政
」

『大
陸
雑
誌
』
九
五

　
-
三
、
一
九
九
七
年
。

⑳

注
⑤
の
拙
著
の
第
一
部
、
第
三
章
の
五
節

「簿
書
の
点
検
と
文
書
行
政
」
、
特
に
三

　
九
三
～
三
九
五
頁
を
参
照
。

⑳
　
佐
藤
武
敏
編

『中
国
災
害
史
年
表
』
　
(国
書
刊
行
会
、
一
九
九
三
年
)
を
参
照
。

⑳
　
拙
論

「漢
代
人
頭
税
の
崩
壊
過
程
-

特
に
算
賦
を
中
心
と
し
て
i

」　
(『東
洋

　

史
研
究
』

一
八
ー
四
、

一
九

六
〇
年
)
を
参
照
。

㊧

　

一
九

五
九
年
に
甘
粛
省
武
威
県
磨

胆
子

一
八
号
墓

か
ら
、
王
杖

の
賜
与

に
関
す
る
二

　

つ
の
制
詔
等
を
記
載

し
た

一
〇
枚
の
木
簡
が
、
木
製

の
鳩
杖

二
本
と

と

も

に
出

土

し

　

た
。
こ
の

一
〇

枚
の
木
簡
を

一
般
に
王
杖
十
簡
と
よ
ん
で
い
る
が
、
資
料
並
び
に
内
外

　

の
研
究

に

つ
い
て
は
冨
谷
至

「
王
杖
十
簡
」

(
『東
方
学
報
京
都
』

六
四
、

一
九
九
二

　
年
)

を
参
照
さ
れ
た

い
。

⑳

　

一
号
牘

の

「集
簿
」
を

一
覧

し
て
誰

し
も
が
意
外

に
感
じ

る
の
は
、
高
年
齢
者
が
非

　
常

に
多

い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
の
点

を
特

に
重
視

し
て
論
じ
た

の
が

、
高
大
倫

「
尹
湾

　
漢
墓
木
牘

《集
簿
》
中
戸

口
統
計
資

料

研

究
」
　
(
『
歴
史
研
究
』

一
九
九
八
-
五
)

で

　
あ

る
。
高
大
倫
氏

は
人

口
統
計
学

を
用

い
て

「集
簿
」

に
見
え
る
年

齢

構

成

を

検

討

　

し
、
そ

の
結
果

と
し
て
人

口
統
計
学
上

の

一
般
的

な
デ

ー
タ
に
照

ら

し

て
殊

に

「集

　
簿
」
申

の
高
年
齢
層

に
偏
し
た
年
齢
構
成
は
現
実

に
は
あ
り
得

な
い
こ
と
を
論

じ
て
い

　

る
。
そ

の
因

っ
て
来
た

る
理
由
と
し

て
は
、
当

時
の
高
齢
者

の
賦
税
免
除

の
特
例
を
利

　
用

し
た

一
種

の
賦
税
逃
が
れ
だ
と
し
、
か

つ

「集
簿
」

の
み
な
ら
ず
、
た
と
え
ば

『
漢

　
書
』
地
理
志

な
ど

に
見
え
る
戸

口
統
計
も
信
用

で
き
な

い
と
し
て
い
る
。
高
氏

の
見
解

　

に
は
傾
聴
す

べ
き
点
は
多
多
あ

る
が
、
し
か
し
そ

こ
ま
で
割
り
切

っ
て
し
ま
う
こ
と

に

　
は
躊
躇

せ
ざ

る
を
得
な

い
。
　
「
集
簿
」

の
人

口
統
計

に
疑
問
の
あ

る
こ
と
は
第

10
行
、

　
第

11
行

、
第

15
行

の
と

こ
ろ
で
も
触

れ
た
こ
と

で
あ
る
。
第

16
行
と
第

17
行

に
見
え

る

高
年
齢
層

の
多

い
と

い
う
点

に
つ
い
て
は
、
筆
者
は

「集
簿
」
作
成
者

に
或

る
種

の
意

　
図
が
働

い
て
い
た
と
し
て
も
高
氏

の
説

の
ご
と
く
単

に
賦
税
逃
が
れ
と
い
う
だ
け

で
は

　

な
く
、
当
時

の
養
老
、
尊
高
年
政
策

に
沿
お
う

と
し
た
も

の
で
あ

っ
た
こ
と
な
ど
も
考

　
慮
す

べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
。　

「
集
簿
」

に
見

え
る

一
連

の
戸

口
統
計

の
問
題

は
、
先

　

に
も
述

べ
た
よ
う
に
今
後

の
課
題
と
し
て
残

し
て
お
く
。
な
お
高
大
倫
氏
は
、
戸

口
統

　

計
に
疑
問

の
点

こ
そ
あ
れ

、　

「
集
簿

」
そ
の
も

の
の
有
す

る
価
値
と
意
義

に
は
何

の
変

　

り
も
な

い
と
し

て
い
る
が

、
筆
者
も
全
く
同
感

で
あ
る
。

⑳

　
注
⑦

に
同
じ
。
同
氏

「
月
令
与
西
漢
政

治
」
(
『
新
史

学
』
九
-

一
、

一
九
九
八
)

に

　

詳
論
あ
り
。

㊧

　
た
と
え
ば
紙
屋
正
和

「
尹
湾
漢
墓
簡
牘

と
上
計

・
考

課

制

度
」

(
『
福
岡
大
学
人
文

　

論
叢
』

二
九
ー

二
、

一
九
九
七
年
)
に
よ
る
と
、
上
計
簿

に
は
他

に
漕

運
の
成
果
、
土

　

地
経
界
図
、
宗
室

の
名
籍

、
勧
農

の
成
果

、
裁
判

の
状
況
、
獄
死
者

の
人
数
等
が
加
え

　

ら
れ
た
と
す
る
。
た
だ
紙
屋
氏
も
認
め
る
ご
と
く
、

こ
れ
ら
の
項
目
は
時
代
と
と
も
に

　
充
実

さ
れ

る
も

の
も

あ
り
、
ま
た
地
域
に
よ
る
特
性
も
考
慮
す

る
必

要

が

あ

る

だ

ろ

　

う
。
但
し
、
高
敏
氏

は

「
集
簿
」
の
中

に
盗
賊

の
件
数
が
見
え
な

い
の
は
、
東
海
郡

の

　
官
吏
が
伏

せ
て
報
告

し
な
か

っ
た

こ
と
に
よ
る
、
と
解

し
て
い
る
。
注
⑳

の
高
大
倫
氏

　

と
相

い
通
ず
る
理
解

で
あ

る
。

⑳

　
高
恒
氏
は
前
掲
論
文

で
墓
主

の
師
饒
が
郡

の
極
位
と
さ
え

い
わ
れ
る
功
曹

で
あ
り
、

　
彼

は
か

つ
て
上
計
吏
と
な

っ
た
と
い
う
前
提

で

「集
簿
」
を
取
り
扱

っ
て
い
る
。

㊧

　
李
均
明

「
漢
簡
会
計
考
(
下
)」
『
出
土
文
献
研
究
』
四
輯
、
中
華
書
局
、

一
九
九
八
年
。

⑲

　
注
⑳

の
紙

屋
論
文

。

⑳

　
注
⑦

に
同
じ
。

⑳

注
⑯

に
同
じ
。

⑫

　
注
⑤

の
拙
著

の
三
三
三
頁
を
参

照
。

⑳

　
注
⑤

の
拙
著

の
第

一
部
、

第

三
章

の
五
節

「簿
籍

の
点
検
と
文
書
行
政
」
、

並
び

に

　
拙
論

「
簡
牘

の
古
文
書
学
」
　
(
『
畑
中
誠
治
教

授
退
官
記
念
論
集

　
近

江

歴

史

・
考
古

　
論
集
』
同
論

文
集
刊
行
会
、

一
九
九

六
年
)
を
参

照
。

⑭

注
⑯

に
同
じ
。

　
　
永
元
の

「兵
釜
磴
簿
」
に

つ
い
て
は
、
注
⑤

の
拙
著

の
第

一
部

、
第
三
章

の
二
節

「

　
簿
籍
簡
牘

と
文
書
」
三
三
〇
～
三
三

四
頁
を
参

照
。

⑳

　

=

一八

・
一
と

い
う
点
を
は
さ

ん
で
上
下
二

つ
の
数
字
は
居
延
旧
簡

の
簡
番
号

で
あ

　

る
。
図
は
労
餘

『
居
延
漢
簡
図
版
之
部
』
　
(
中
央
研
究
院
歴
史
語
言

研

究

所
専

刊

二

　

一
、

一
九

五
七
年
)

の
略
称

で
、
数
字

は
そ

の
頁
数
を
指
す
。
甲

は
中
国
科
学
院
考
古

28



江蘇尹湾漢墓出土簡についての考察

　
研
究
所
編

『居
延
漢
簡
甲
編
』　
(
老
古
学
専
刊
乙
種
八
、
一
九
五
九
年
)
の
略
称
で
、

　
数
字
は
そ
の
図
版
番
号
を
指
す
。

⑰
　
西
川
利
文

「尹
湾
漢
墓
簡
牘
の
基
礎
的
研
究
-

三

・
四
号
木
牘
の
作
成
時
期
を
中

　
心
と
し
て
ー

」　
(『文
学
部
論
集
』　
(
仏
教
大
学
文
学
部
)
八
三
、
一
九
九
九
年
)

　

で
は
、

一
号
牘

か
ら
五
号
牘

の
作
成
時
期
を
墓

主
が
功
曹

に
就
任

し
た
元
延

二
年

(
前

　

一
一
)

こ
ろ
と
推
定

し
、

こ
れ
ら
の
木
牘
と
か
け
離

れ
た
紀
年

の
あ
る
六
号
牘

に
つ
い

　

て
該
論
文

の
注
⑭

で
次
の
よ
う

に
述

べ
て
い
る
。　

「永
始

四
年

の
紀
年
を
持

つ
六
号
木

　
牘

は
、
墓
主

の
作
成
し
た
も

の
で
は
な
く

、
功
曹
就
任
後

に
郡
府

に
残

っ
て
い
た
も

の

　

を
入
手
し
、
例
え
ば
六
号
木
牘
と
同
様

の
文
書
を
作
成
す
る
際

の
参
考
に
し
た
も

の
で

　

あ

っ
て
、
そ
れ
が
埋
葬
さ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ

る
」
と
。
蓋

し
妥
当
な
推
測
で
あ
る
。

⑳

注
⑤

の
拙
著

の
第

二
部
、
第
十
章

「
江
陵
鳳
凰

山
十
号
漢

墓

出

土

の
簡

牘
」

を
参

　

照
。

⑲

注
⑲

に
同
じ
。

⑳

冨
谷

至

「
漢
簡
」

(
滋
賀
秀
三
編

『
中
国
法
制
史

基
本
資
料

の
研
究
』
東
京
大
学

　

出
版
会

、

一
九
九
三
年

)

一
四
九
ー

一
五
〇
頁
。

⑳
　
林

巳
奈
夫

「
殷
周
時
代

に
お
け
る
死
者

の
祭
耙
」　
『
東
洋
史
研
究
』
五
五
-
三
、

一

　

九
九

六
年
。

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

一
九
九
九
年

一
〇

月
末

日
脱
稿

尹
湾
漢
墓
簡
牘
関
係
文
献
目
録

(
*
印

は
単
行
本
)

中
　

国

連
雲
港
市
博
物
館

・
東
海
県
博
物
館

・
中
国
社
会
科
学
院
簡
帛
研
究
中
心

「
漢

　
代
地
方
行
政
文
書
的
重
大
発
現
-
連
雲
港
市
尹
湾
漢
墓
出

土

一
批
簡

牘
」

　

『中
凪
文
物
報
』

一
九
九
五
年

一
〇
月
二
九
日

(『簡
帛
研
究
』

二
、　

一
九

　
九
六
年
九
月
に
再
録
)

連
雲
港
市
博
物
館

(紀
達
凱

・
劉
勁
松
執
筆
)
　
「江
蘇
東
海
県
尹
湾
漢
墓
群
発

　
掘
簡
報
」　
『
文
物
』

一
九
九
六
年
八
期

連
雲
港
市
博
物
館

(滕
昭
宗
執
筆
)
　
「
尹
湾
漢
墓
簡
牘
釈
文
選
」　
『文
物
』

一

　
九
九
六
年
八
期

滕
昭
宗

「
尹
湾
漢
墓
簡
牘
概
述
」　
『
文
物
』

一
九
九
六
年
八
期

劉
洪
石

「
謁

・
刺
考
述
し
『文
物
』

一
九

九
六
年

八
期

(
『
尹
湾
漢
墓
簡
牘
綜

　
論
』
に
再
録
)

連
雲
港
市
博
物
館

・
東
海
県
博
物
館

・
中
国
社
会
科
学
院
簡
帛
研
究
中
心

.
中

　

国
文
物
研
究
所

「
尹
湾
漢
墓
簡
牘
初
探
」
　
『
文
物
』

一
九
九
六
年
第

一
〇
期

武
可
栄

「試
析
東
海
尹
湾
漢
墓
繪
繍
的
内
容
与
工
芸
」

『
文
物
』

一
九
九
六
年

　

一
〇
期

謝
桂
華

「
尹
湾
漢
墓
簡
牘
和
西
漢
地
方
行
政
制
度
」
　
『文
物
』

一
九
九
七
年

一

　

期
李
学
勤

「
《博
局
占
》
与
規
矩
紋
」

『文
物
』

一
九
九
七
年

一
期

裘
錫
圭

「《
神
鳥
賦
》
初
探
」

『
文
物
』

一
九
九
七
年

一
期

(
『
尹
湾
漢
墓
簡
牘
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史 窓

　

綜
論
』
に
再
録
)

劉
楽
賢

・
王
志
平

「
尹
湾
漢
簡

《神
烏
賦
》
与
禽
鳥
奪
巣
故
事
」　
『文
物
』

一

　

九
九
七
年

一
期

謝
桂
華

「
尹
湾
漢
墓
新
出

《集
簿
》
考
述
」
　
『中
国
史
研
究
』

一
九
九
七
年

二

　

期
万
光
治

「
尹
湾
漢
簡

《神
烏
賦
》
研
究
」
『
四
川
師
範
大
学
学
報
』

二
四
-
三
、

　
　
一
九
九
七
年
七
月

葵
連
雲
港
市
博
物
館

・
東
海
県
博
物
館

・
中
国
社
会
科
学
院
簡
帛
研
究
中
心

・
中

　
　
国
文
物
研
究
所

『
尹
湾
漢
墓
簡
牘
』
中
華
書
局
、

一
九
九
七
年
九
月

周
振
鶴

「西
漢
地
方
行
政
制
度
的
典
型
実
例
i
読
尹
湾
六
号
漢
墓
出
土
木
牘
」

　
　

『
学
術
月
刊
』

一
九
九
七
年
五
期

高
敏

「試
論
尹
湾
漢
墓
出
土

《東
海

郡
属
県
郷
吏
員
定
簿
》
的
史
料
価
値
ー
読

　
　
尹
湾
漢
簡
札
記
之

=

『鄭
州
大
学
学
報
　
哲
社
版
』

一
九
九
七
年

二
期

高
敏

「《集
簿
》
的
釈
読

・
質
疑
与
意
義
探
討
-
読
尹
湾
漢
簡
札
記
之
二
」
『
史

　
　
学
月
刊
』

一
九
九
七
年
五
期

(九
月
)

高
偉

・
高
海
燕

「
従
尹
湾
漢
墓
出
土
的
木
質
文
物
談
古
人
的
樹
木
観
」　
『史
学

　

月
刊
』

一
九
九
七
年
五
期

(
九
月
)

劉
楽
賢

「尹
湾
漢
簡

《
行
道
吉
凶
》
初
探
」
　
『中
国
史
研
究
』

一
九
九
七
年
四

　

期
呉
大
林

・
尹
必
蘭

「西
漢
東
海
郡
各

県

・
邑

・
侯
国
及
郷
官
的
設
置
」　
『
東
南

　

文
化
』

一
九
九
七
年
四
期

劉
洪
石

「東
海
尹
湾
漢
墓
術
数
類
簡
牘
試
読
」　
『東
南
文
化
』

一
九
九
七
年
四

　

期
高
偉

・
高
海
燕

「漢
代
漆
面
罩
探
源
」
　
『東
南
文
化
』

一
九
九
七
年
四
期

程
志
娟

「漢
代
規
矩
鏡
与
六
博
」
　
『
東
南
文
化
』

一
九
九
七
年
四
期

武
可
栄

「連
雲
港
市
歴
年
出
土
簡
牘
簡
述
」
　
『書
法
叢
刊
』

一
九
九
七
年
四
期

　

(
一
一
月
)

蔡
顕
良

「談
尹
湾
漢
墓
簡
牘
中
的
書
法
芸
術
」
　
『書
法
叢
刊
』

一
九
九
七
年
四

　
期

(
一
一
月
)

駱
名
楠

「浅
談

《神
烏
傅
》
書
法
的
芸
術
風
釆
し　
『書
法
叢
刊
』

一
九
九
七
年

　

四
期

(
一
一
月
)

武
可
栄

「連
雲
港
市
地
区
漢
墓
出
土
的
書
刀
」　
『書
法
叢
刊
』

一
九
九
七
年
四

　
期

(
一
一
月
)

石
雪
万

「連
雲
港
地
区
出
土
的
漢
代

「文
房
四
宝
」
L　
『
書
法

叢
刊
』

一
九
九

　

七
年
四
期

(
二

月
)

高
偉

・
高
海
燕

「連
雲
港
市
出
土
漢
印
研
究
」
　
『書
法
叢
刊
』

一
九
九
七
年
四

　
期

(
一
一
月
)

虞
万
里

「尹
湾
漢
簡

《
神
鳥
傅
》
箋
釈
」
　
『
学
術
集
林
』

=

一、

一
九
九
七
年

　

=

一月

劉
洪

「従
東
海
尹
湾
漢
墓
新
出
土
簡
牘
看
我
国
古
代
書
籍
制
度
」　
『中
国
文
化

　
研
究
』

一
九
九
八
年

一
期

(『
尹
湾
漢
墓
簡
牘
綜
論
』
に
再
録
)

高
海
燕

「尹
湾
漢
墓
木
質
文
物
与
古
代
葬
俗
」
　
『
民
俗
研
究
』

一
九
九
八
年
三

　
期

ト
憲
群

「
西
漢
東
海
郡
吏
員
設
置
考
述
」　
『
中
国
史
研
究
』

一
九
九
八
年

一
期

潔
芒

「
尹
湾
漢
墓
出
土

《
神
鳥
傅
》
初
探
」　
『
内
蒙
古
師
大
学
報
』

一
九
九
八

　

年

一
期

(
二
月
)

謝
桂
華

「
"尹
湾
漢
墓
簡
牘
"
的
主
要
内
容
和
学
術
価
値
」　
『秦
漢

史
論
叢
』

　

七
輯
、
中
華
書
局
、

一
九
九
八
年
六
月
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李
均
明

「漢
代
統
計
中
的
指
標
与
数
列
i

従
尹
湾

・
居
延

・
敦
煌
出
土
簡
牘

　

談
起
」　
『秦
漢
史
論
叢
』
七
輯
、
中
華
書
局
、

一
九
九
八
年
六
月

高
大
倫

「尹
湾
漢
墓
木
牘

《
集
簿
》
中
戸

口
統
計
資
料
研
究
」　
『歴
史
研
究
』

　
　
一
九
九
八
年
五
期

(
一
〇
月
)

李
均
明

「漢
簡
会
計
考
㈲
」　
『
出
土
文
献
研
究
』
四
輯
、
中
華
書
局
、

一
九
九

　

八
年

一
一
月

劉
軍

「尹
湾
木
牘
長
吏
除
遷
考
ー

漢
簡
人
事
研
究
之

二
」
　
『
出
土
文
献
研

　

究
』
四
輯
、
中
華
書
局
、

一
九
九
八
年

一
一
月

高
敏

「
尹
湾
漢
簡

《考
績
簿
》
所
載
給
我
們
的
啓
示
i

読
尹
湾
漢
簡
札
記
之

　

三
」　
『鄭
州
大
学
学
報
　
哲
社
版
』
　
一
九
九
八
年
三
期

(『東
南
文
化
』
　
一

　

九
九
九
年

一
期
に
再
録
)

楊
際
平

「漢
代
内
郡
的
吏
員
構
成
与
郷

・
亭

・
里
関
係
-
ー
東
海
郡
尹
湾
漢
簡

　

研
究
」　
『
厦
門
大
学
学
報
　
哲
社
版
』

一
九
九
八
年
四
期

李
解
民

「尹
湾
六
号
漢
墓
6
号
木
牘
所
書

其
它

文
字

初
探
」

『簡
帛
研
究
』

　

三
、

一
九
九
八
年

=

一月

高
敏

「尹
湾
漢
簡

《
考
績
簿
》
所
載
給
我
們
的
啓
示
i
;
読
尹
湾
漢
簡
札
記
之

　

三
」　
『東
南
文
化
』

一
九
九
九
年

一
期

高
恒

「漢
代
上
計
制
度
論
考
i
ー
兼
評
尹
湾
漢
墓

木
牘

《集
簿
》
」　
『東
南
文

　

化
』

一
九
九
九
年

一
期
(
『尹
湾
漢
墓
簡
牘
綜
論
』
に
再
録
)

*
連
雲
港
市
博
物
館

・
中
国
文
物
研
究
所
編

『尹
湾
漢
墓
簡
牘
綜
論
』
科
学
出
版

　

社
、

一
九
九
九
年

二
月

　

李
学
勤

「序
」

　
　
裘
錫
圭

「《神
鳥
傅

(賦
)》
初
探
」

　
　
王
志
平

「
《神
烏
傅

(賦
)》
与
漢
代
詩
経
学
」

駱
名
楠

「文
壇
古
珍

《
神
烏
傅

(賦
)》
」

謝
桂
華

「尹
湾
漢
墓
所
見
東
海
郡
行
政
文
書
考
述
」

李
解
民

「《東
海
郡
下
轄
長
吏
名
籍
》
研
究
」

陳
勇

「尹
湾
漢
墓
簡
牘
与
西
漢
地
方
官
吏
任
遷
」

李
均
明

「尹
湾
漢
墓
出
土

〃
武
庫
永
始
四
年
兵
車
器
集
簿
"
初
探
」

劉
洪
石

「遣
冊
初
探
」

高
恒

「漢
代
上
計
制
度
論
考
-

兼
評
尹
湾
漢
墓
木
牘

《
集
簿
》し

劉
洪
石

「謁

・
刺
考
述
」

高
海
燕

・
喬
健

「従
尹
湾
簡
牘

《
集
簿
》
談
西
漢
東
海
郡
的
人
口
.
土
地

.

　
賦
税
」

趙
平
安

「
尹
湾
漢
簡
地
名
的
整
理
与
研
究
」

朱
栄
莉

「
西
漢
東
海
郡
的
海
塩
生
産
和
管
理
機
構
」

高
偉

「従
尹
湾
簡
牘

ク
春
種
樹
"
面
積
資
料
談
西
漢
東
海
郡
的
蚕
桑

・
紡
織

　
業
」

劉
洪

「従
東
海
尹
湾
漢
墓
新
出
土
簡
牘
看
我
国
古
代
書
籍
制
度
」

石
雪
万

「
尹
湾
竹
木
簡
綴
述
」

劉
楽
賢

「尹
湾
漢
墓
出
土
数
術
文
献
初
探
」

武
可
栄

「
尹
湾
漢
簡

《
神
鳥
傅
》
草
書
墨
跡
芸
術
特
点
」

劉
洪

「章
草
起
源
探
術
-

兼
論
尹
湾
漢
墓
新
出
土
簡
牘
章
草
文
字
」

蔡
顕
良

「談
尹
湾
漢
墓
簡
牘
中
的
章
草
書
法
」

紀
達
凱

「海
州
地
区
漢
代
墓
葬
概
況
ー
ー
兼
談
尹
湾
漢
墓
的
個
性
表
現
」

程
志
娟

「《
尹
湾
漢
墓
簡
牘
》
反
映
漢
代
葬
俗
中
的
幾
個
問
題
」

石
雪
万

・
楊
麗
華

「尹
湾
漢
墓

"
長
寿
梯
綉
"
錦
衾
形
制
内
容
考
」

高
海
燕

「従
尹
湾
漢
墓
出
土
的
玉
璧

・
面
罩
考
述
漢
代
葬
俗
的
心
理
因
素
」
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窓
　
　
　
孟
娟
娟

「談
尹
湾
漢
墓
出
土
的
面
罩
」

　
　
　
　
石
雪
万

7
乙
醇
樹
脂

一
歩
法
"
脱
水
技
術
在
木
牘
脱
水
中
的
応
用
L

史
　
　
　
李
祥
仁

「尹
湾
漢
墓

"
繪
綉
"
的
掲
取
与
保
護
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(以
上
は

『綜
論
』
所
収
)

　
　
　
ト
憲
群

「尹
湾
簡
牘
与
漢
史
研
究
」　
『光
明
日
報
』

一
九
九
九
年
四
月
二
日

　
　
　
朱
紹
侯

「《
尹
湾
漢
墓
簡
牘
》
解
決
了
漢
代
官
制
中
幾
箇
疑
難
問
題
」　
『
許
昌

　
　
　
　
師
専
学
報
　
社
科
版
』

一
九
九
九
年

一
期

　
　
　
曽
藍
莞

「尹
湾
漢
墓

《博
局
占
》
木
牘
試
解
」　
『
文
物
』

一
九
九
九
年
八
期

　
　
　
　
台
　
湾

　
　
　
邪
義
田

「尹
湾
漢
墓
木
牘
文
書
的
名
称
和
性
質
-

江
蘇
東
海
県
尹
湾
漢
墓
出

　
　
　
　
土
簡
牘
読
記
之

一
」
『
大
陸
雑
誌
』
九
五
-
三
、

一
九
九
七
年
九
月

　
　
　
紀
安
諾

「尹
湾
新
出
行
政
文
書
的
性
質
与
漢
代
地
方
行
政
」
　
『
大
陸
雑
誌
』
九

　
　
　
　
五
-
三
、

一
九
九
七
年
九
月

　
　
　
邪
義
田

「月
令
与
西
漢
政
治
i
-
-従

尹
湾
集
簿
中
的

「以
春
令
成
戸
」
説
起
L

　
　
　
　

『新
史
学
』
九
i

一
、

一
九
九
八
年
三
月

　
　
*
廖
伯
源

『簡
牘
与
制
度
ー

尹
湾
漢
墓
簡
牘
官
文
書
考
証
』
文
津
出
版
社
、

一

　
　
　
　
九
九
八
年
八
月

(『
大
陸
雑
誌
』　
『中
国
上
古
秦
漢
学
会
通
訊
』　
『新
史
学
』

　
　
　
　

『輔
仁
歴
史
学
報
』
等
に
既
発
表
の
論
文
に
補
訂
を
加
え
て
収
録
)

　
　
　
黎
明
釧

「東
漢
郡
功
曹
及
五
官
掾
之
職
掌
」

黄
清
連
編

『
結
網
編
』
、
東
大
図

　
　
　
　
書
股
扮
有
限
公
司
、

一
九
九
八
年
八
月

　
　
　
黎
明
釧

「江
蘇
漢
代
簡
牘
的
幾
個
課
題
」
張
忠
培

・
許
倬
雲
主
編

『中
国
考
古

　
　
　
　
学
的
跨
世
紀
反
思
』
下
冊
、
商
務
印
書
館

(香
港
)
、

一
九
九
九
年

一
月

　
　
　
駢
宇
騫

.
段
書
安

「
江
蘇
連
雲
港
東
海
県
尹
湾
漢
墓
」
同
編

『本
世
紀
以
来
出

　
土
簡
帛
概
述
』
萬
巻
樓
図
書
有
限
公
司
、

一
九
九
九
年
四
月

　
日
　

本

門
田
明

「江
蘇
省
連
雲
港
市
尹
湾
漢
墓
出
土
の
簡
牘
に
っ
い
て
」
　
『
中
国
出
土

　
資
料
研
究
会
会
報
』
四
、

一
九
九
六
年

一
一
月

西
川
利
文

「漢
代
に
お
け
る
郡
県
の
構
造
に
つ
い
て
-

尹
湾
漢
墓
簡
牘
を
手

　
が
か
り
と
し
て
ー

」　
『文
学
部
論
集
』　
(佛
教
大
学
文
学
部
)
八

一
、

一

　
九
九
七
年
三
月

西
川
利
文

「尹
湾
漢
墓
簡
牘
の
史
料
的
価
値
に
つ
い
て
」
　
『中
国
出
土
資
料
研

　
究
会
会
報
』
六
、

一
九
九
七
年
六
月

紙
屋
正
和

「尹
湾
漢
墓
簡
牘
と
上
計

・
考
課
制
度
」
　
『福
岡
大
学
人
文
論
叢
』

　
二
九
-

二
、

一
九
九
七
年
九
月

陳
勇

「尹
湾
漢
墓
簡
牘
の
幾

つ
か
の
間
題
に
っ
い
て
」　
『関
西
大
学
東
西
学
術

　
研
究
所
々
報
』
六
五
、

一
九
九
七
年
九
月

鶴
間
和
幸

「中
華
世
界
の
形
成
と
東
方
世
界
」
　
『岩
波
講
座
世
界
歴
史
』
三
、

　

一
九
九
八
年

一
月

大
庭
脩

「墓
葬

の
木
簡
」　
『木
簡
i
古
代

か

ら

の
メ
ッ
セ
ー
ジ
』
大
修
館
書

　
店
、

一
九
九
八
年
二
月

鵜
飼
昌
男

「辺
境
警
備
の
行
政
機
構
」　
『木
簡
-
古
代
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
』

　
大
修
館
書
店
、

一
九
九
八
年

二
月

陳
勇

(西
川
利
文
訳
)
　
「尹
湾
漢
墓
簡
牘
研
究
」

『
日
本
秦

漢
史
研

究

会
会

　
報
』

一
六
、

一
九
九
八
年
四
月

西
川
利
文

「尹
湾
漢
墓
簡
牘
三

・
四
号
木
牘
に
つ
い
て
ー

そ
の
復
元
を
中
心

　
と
し
て
　
　
」　
『鷹
陵
史
学
』
二
四
、

一
九
九
八
年
九
月
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西
川
利
文

「尹
湾
墓
簡
牘

の
基
礎
的
研
究
ー

三

・
四
号
木
牘

の
作
成
時
期
を

　
中
心
と
し
て
l

」　
『文
学
部
論
集
』　
(佛
教
大
学
文
学
部
)
八
三
、

一
九

　
九
九
年
三
月

高
村
武
幸

「前
漢
末
属
吏
の
出
張
と
交

際
費

に

っ
い
て
i

尹
湾
漢
墓
簡
牘

　

『元
延
二
年
日
記
』
と
木
牘
七

・
八

か
ら
l

」
　
『
出
土
資
料
研
究
』
三
、

　

一
九
九
九
年
三
月

岡
村
秀
典

「漢
帝
国

の
軍
事
」
図
録

『
よ
み
が
え
る
漢
王
朝
ー

二
〇
〇
〇
年

　

の
時
を
こ
え
て
ー

』
読
売
新
聞
社
、

一
九
九
九
年
春
期

池
田
雄

一
「長
江
文
明
と
尹
湾
漢
簡

・
馬
王
堆
小
城
図
」　
『東
ア
ジ
ア
史
に
お

　
け
る
国
家
と
地
域
』
唐
代
史
研
究
会
報
告
第
八
集
、
刀
水
書
房
、

一
九
九
九

　
年
七
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(
一
九
九
九
年
九
月
末
日
現
在
)

江蘇尹湾漢墓出土簡についての考察
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